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三 仏 斉 の 再 検 討

- マラッカ海峡古代史研究の視座転換･

深 見 純 生*

ReexaminationofSam-Jo-ch'i

- Chan皇eofPerspectiveoftheStudyonEarlyHistory
oftheWesternPartofInsularSoutheastAsia-

SumioFUKAMl*

Sanjo･ch'iappearsinChinesesourcematerials
fr･omthelOthto15thcenturiesandhasbeenalmost

unanlmouslyidentifiedwithSrivijaya. Itis,how-

ever,wellknownthatChineserecordsonSaw-f o r

ch'iinthesecondhalfofthellth centurycontain

Severalexplicitmistakesandotherpartsthatseem

incomprehensible. Theacceptedtheorythatthe

capitalofSrivijaya moved from Palembang to

∫ambiaround1080isbasedoninterpretationof
thesedocuments.

AfterreexaminationofalltherelatedChinese

records, I reached a fundamentally different

understandingonwhatSanjo-ch'iisinChinese
sourcema.terials.

ConcernlngTl--hua･ch'a-Zowho senttributary

missiontoChinain1077,andwhowasrecordedas
rulerorCola on one hand and as rulerof

Saw-f o-ch'iontheother,myconclusionis,without

excludinganyinformationfrom sourcematerials

asmistaken,thatherepresentedtheColapowerin

Saw-fo･ch'iandthatassuchhewastherulerof

Saw-fo-ch'i atthesametime. Thedominance

ofColaintheSam-foICh'iareaseemstohavebeen

establishedthrough agreatexpeditiontothearea

*摂南大学国際言語文化学部 ;Facultyoflnterna-

tionalLanguageandCulture,SetsunanUniver･

sity,17-8,Ikeda-nakamachi,Neyagawa,Osaka

572,Japan

mountedin1025,whichisrecordedintheso･called

Tanjoreinscript10n･ Hisresidenceseemstohave

beenatKedah. And theseeminglymysterious

descriptionsofSa71･jo-ch'i･Cha72-Pi(Saw-fo･ch'i-

Jambi)asatributarystatein1079and1082andof

Saw-fo-ch'i-Chow-h'C71(Sa7t-fo-ch'i-Cola)alsoasa

tributarystatein1082can beexplainedif,by

analogywithTa-∫hih,whichisageneralnamefor

AraborEastAsiancountries,Saw-fo-ch'iisunder･

Stoodasageneralnameforcountriesinaparticular
area.

ThusIconcludethatSanloICh'ishouldbere-

gardednotasasinglepolityorempire,likeSrivijaya

ofthe7thand8thcentury,whichcansafelybe

identifiedwith Chinese Sh'h-1i-fo-shih ofTang

times,butasageneralnameforcountriesonthe
eastcoastorSumatra and in thecentraland

southem partsoftheMalayPeninsula. Sam-foI

ch'icanbeidentifiedwithZabajofArabrecords,
which includesKalah (Kedah),Ramni(Aceh),
Sribuza(PalembangP)andsoon.

Thisconclusion raisesnew problemshitherto

unconsidered,Someofwhicharementionedinthe

lastpartofthispaper.

Ⅰ 序

1. はじめに

10世紀中頃から15世紀中頃までの漢文資料
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に現れる三仏斉は通常,刻文資料に見えるシ
∫

ェリーヴィジャヤ国 (Sr王vijaya)のことと理

解されている｡シュリーヴィジャヤ国の存在

は長 く人々の記憶から失われていたが,1918

年セデス [CoedとS 1918]が中国資料の室利

仏逝を,それまで王名と考えられていた現地

の碑文のシュリーグィジャヤと同定すること

によって再生 させたとされる｡ 室利仏逝は唐

代の漢籍に見え,その時期の碑文でシュリー

グィジャヤの名を刻むものとしては現在,ス

マ トラで発見された六つの碑文 (うち三つに

は680年代の紀年あり,他の三つ は これ ら

と同時期とされる) とマレー半島中部のナコ

ンシータマラー トで発見された775年の碑文

(所謂 リゴール碑文)が知 られている｡シュ

リーグィジャヤの名を記す碑文にはこの他に

11世紀の南インドのものが知 られている｡セ

デスは室利仏逝をシュリーグィジャヤに同定

するとともに,唐代の圭利仏逝を宋代以後の

三仏斉に同定する当時の通艶に従って,三仏

斉 もシュリーグィジャヤに同定 し,また都の

位置はパ レンバンとした｡か くして,シュリ

ーグィジャヤ国は7世紀後半 に台 頭 して よ

ることから,14世紀後半まで存在 したとする

定親が生まれた.そしてシュ1)-ヴィジャヤ

ほ東西交通の要衝であるマラッカ海峡を抑え

て,東南アジアを代表する交易国家,さらに

交易帝国として栄えたと見なされ,東南アジ

アの古代中世の栄光の代名詞となっている｡

確かに三仏斉をシュリーグィジャヤに同定す

る限り.,シュ))-ヴィジャヤが交易帝国とし

てすぼらしい繁栄を見せていたとする歴史像

は揺るがないであろう｡ その都の位置につい

ては, その後,桑田 [1945a], ウォルタース

【Wolters 19661 が県寧 ･元豊年間の三仏斉

関係の記事の検討を通 して1080年頃にパ レン

バンからジャンビに移ったとしてから,それ

以前はパ レンパン,以後はジャンビにあった
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とするのが走艶になっている｡1)

三仏斉をシュリーグィジャヤに同定するこ

とに異論がないわけではなく,とくにマジュ

ムダルは三仏斉をシュ●リーグィジャヤではな

くアラブ資料に見えるザ-バジュ (Zabaj)に

同定すべきと主張している[Majumdar1937:

204-227】｡三仏斉とシュリーグィジャヤとが

音韻上対応 しにくいことは定説の側でも問題

とされているが,三仏斉はシュリーグィジャ

ヤの アラビア語 化 した ス リブザ (Sribuza),

サルバザ (Sarbaza)などの音を写 したものと

され,従って三仏斉はやはりシュリーグィジ

ャヤに同定できると考えられている｡

本稿は無事 ･元豊年間の漢文資料の検討を

通 して三仏斉 とシュリーグィジャヤの同定に

異を唱え,併せて三仏斉が単一の国家とか帝

国とかではなく,諸朝貢国の総称であること

を明らかにしようとするものであり,このこ

とを通 して,従来シュリーグィジャヤ史とし

て構成されてきた東南アジア島峡部西部,と

くにマう ッカ海峡の古代史研究の視座を転換

する必要を唱えるものである｡

2. 漢籍資料の混乱

11世紀後半の三仏斉に関する中国資料自体

にかなりの混乱,あるいは理解に苦 しむ記述

があることは夙に指構されている｡ この混乱

は本稿の主な内容に関わるものであるので,

まずその概要を見ておきたい｡ここでは末代

の三仏斉に関する最も重要な研究というべき

桑田の 『三仏斉考』[桑田 1945a】 に従って

見ていくことにする｡三仏斉関係の藻希資料

は,戦後発表された広州の碑文を除いて,こ

の研究でほぼ尽きているからである｡

(D無事十年 (1077)の朝貢

1)戦前の研究史については【桑田 1945a:passim;
桑田 1945b:passim;Sa･stri 1940L近年の
研究動向については 【深見 1981;Wolters
1979】を参照｡
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天聖六年 (1028)以後1077年まで約半世紀

の間三仏斉の朝貢は諸書に見えない｡1077年

の朝貢は宋史三仏斉伝と文献通考三仏斉伝に

見えるだけで,続資拾遺鑑長編,宋会要輯稿

(とくに歴代朝貢),玉海,山堂考索などの請

書に見えない｡桑田は,宋史注華伝その他の

資料に見える同じ年の注葦の朝貢に関する記

事の一部分が誤って三仏斉伝に入ったのであ

り,従ってこの年の三仏斉の朝貢はなかった

としている [1945a:70-71]｡

⑧元豊 (1078-85),元祐 (1086-94) 年間

の朝貢

宋史三仏斉伝は ｢元豊中使至者再｣と言い

ながら,元豊二,≡,五,六年の4回朝貢が

あったように書いている｡ また元祐年間の朝

貢については全 く記 していない｡これは実は

｢三年｣は五年の誤 り,｢五年｣と ｢六年｣は

各々元祐三年と五年の誤りで,しかもこの他

に元豊七年の朝貢もある｡ 従って,元豊 ･元

祐年間の三仏斉の朝貢は元豊二年 (1079),五

年 (1082),七年 (1084),元祐三年 (1088),

五年 (1090)に行われている [桑田 1945a:

86-94]｡

⑧三仏斉虐卑国,三仏斉注葦国という表現

1079,1082両年に朝貢 したのは単なる三仏

斉ではな く｢三仏斉唐卑国｣と記されている｡

また桑田は否定しているが,1082年には ｢三

仏斉注軍国｣の朝貢もあった｡三仏斉 -シュ

リーグィジャヤ (パ レンバン),虐卑-ジャン

ど,江華 -チョ-ラという通説の立場から見

る時,三仏斉虐卑国,三仏斉注軍国という表

現には何 らかの混乱があると考えざるをえな

い｡この混乱 した資料の解釈から,シュリー

グィジャヤの都が当時パ レンバンからジャン

ビに移ったとする今 日の通説が生まれた｡

④ ｢注葦役属三仏斉｣

文献通考の蒲甘伝に次の記事がある｡宋史

蒲甘伝もほぼ同文である｡

宋崇寧五年 (1106)蒲甘遣使入貢,詔礼秩

視注輩,尚書省言,注肇役属三仏斉,故無

事中,赦書以大背紙,械以匝撲,今蒲甘乃

大国蕃王,不可下視附庸小国,欲如大食交

鮎諸国礼,凡制詔,並書以自背金花綾紙,

貯以間金鍍叙管答,用錦絹爽撲賊封以往,

従之｡

この資料から,中国政府において,江華が

三仏斉に役属 している,注筆は三仏斉という

大国の ｢附庸小国｣であるという認識が存在

したこと,その認識は注筆の (または三仏斉

の)無寧年間の朝貢に由来することがわかる｡

その県寧年間の朝貢は照寧十年 しかな いの

で,これは照寧十年 (1077)の執貢である｡

しかしチョ-ラの刻文からは,チ ョ-ラが三

仏斉に対 して優位に立っていたとすべきこと

が明らかである｡従ってこの中国政府の認識

は誤りであったことになる｡

以上のうち中国資料以外の資料と突き合わ

せることによって誤りが指摘される④はとも

か くとして (これが実は資料の誤 りではない

ことは後に述べる),(9⑧ (釧ま資料の記述が

誤っている,または混乱していることが同じ

中国賃料によって明らかになる希有の例-

少なくとも東南アジア島峡部関係の記述では

- である｡ それが興寧,元豊年間に集中し

ていることは,その時期にこのような錯誤が

生 じる事情があったからであろう｡あるいは

また,我々の,ないしは資料の編者の認識の

枠組みに問題があるからであろう｡ 本稿はこ

のような資料の錯誤,混乱- または,その

ように見えること- の検討をとおして三仏

斉に関する認識の枠組みを改めようとするも

のである｡

ⅠⅠ 焦寧十年の朝貢

- 三仏斉の朝貢か注肇の朝貢か

1. 無事十年の三仏斉朝貢記事

無事十年 (1077)の朝貢の検討から始めた
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い｡宋史三仏斉伝は次のように記 している｡

熊寧十年,使大首億地華伽曜来,以為保頒

慕化大将軍,賜詔寵之日,吾以声教覆露方

城,不限遠遭,苛知夫忠義而来者,莫不錫

之華爵,輝以美名,以寵異其国,商悦慕皇

化,浮海貢深,吾用汝嘉,併超等秩,以昭

思義之勤｡

｢吾以声教｣以下は詔の文章である｡この年

の三仏斉朝貢について他には文献通考の三仏

斉伝に ｢賜詔寵之｣までがあるだけで,他の

請書には見えない｡末代の三仏斉の朝貢で宋

史三仏斉伝と文献通考三仏斉伝 にのみ記 さ

れ,続資拾通鑑長編,宋会要輯稿 (特に歴代

朝貢),玉海, 山堂考索のいずれにも記され

ないケースは他には全 くない｡

2. 江華の朝貢記録

当然同じ年の江華の朝貢記事との関係が問

題になる｡ 注輩の朝貢は宋史注輩伝,文献通

考注華伝,続資治通鑑長編,宋会要輯稿,玉

海のすべてに大中祥符八年 (1015),天肩四年

(1020),明道二年 (1033),熊寧十年(1077)

の4回記録され,嶺外代答と諸蕃志は大中祥

符八年と無事十年のみを記 している｡

1015,1033,1077年の記事では王名が記さ

れている｡1015年の注肇王は羅茶羅乍 (宋史

注肇伝)で,これはチョ-ラ王ラージャラー

ジャー世 (Rajaraja,在位 985-1014)に,1033

年の戸離羅茶印俺嘱注喝 (宋史注輩伝)はチ

ョ-ラ王 (シュリー ･)ラージューンドラ･
∫

チョ-ラ(SriRajendraCola,在位1014-1044)

に当たり,いずれも漢字の音と現地の刻文か

らわかる王名とが一致する｡ 問題は1077年の

地草加罪である｡ 当時のチョ-ラ王クロート

ウンガ一世 (Klotungga,在位 1070-1119)と音

が対応しない｡これは通常,この王の別名ラ

ージェーンドラ･デーヴァ･クロー トゥンガ

(RajendraDevaKlotungga)のデ-ヴァ･

クローの部分を写 したのが地草加羅であると
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解されている 【Majumdar 1937:186】｡2' な

おこの王が即位前の1067年に自ら中国を訪れ

たとする見解は無寧十年-1077年を1067年と

誤ったために生 じたもので問題外である [桑

田 1945a:71】｡

1077年の注肇の朝貢記事を見ると,資料に

よって多少の出入りがあるが,次に掲げる宋

史注筆伝が最も詳しい｡

無寧十年,国王地華加羅遣使奇嘱嘱,副使

南卑琶打,判官麻図草薙等二十七人来献腕

豆珠,麻瑠璃,大洗盤,自梅花脳,錦花,

犀,牙,乳香,瓶,商務水,金蓮花,木香,

阿魂,鵬砂,丁香｡使副以真珠,竜脳,登

陛脆而散之,謂之撤殿,既降詔,通徹重宝

労之,以為懐化将軍保順郎将,各賜衣服器

幣有差,答賜其王銭八万-千八百綿,銀五

万二千両｡

これを先掲の同年の三仏斉の朝貢記事と比べ

ると,桑田が指摘 したように,これら二つの

記事を合わせて一つのものと見ることができ

る [桑田 1945a:70-711｡その論拠は次の4

点である｡

(∋ともに無寧十年である｡

①王名-地華加産が同じである (この点は

後で触れる)0

⑧注肇伝の ｢降詔｣は三仏斉伝の ｢賜詔｣

の文と見ることができる｡

(彰王に保順慕化大将軍,使者に懐化将軍,

保順郎将が与えられたと見ることができる｡

元来一つであった記事が宋史では三仏斉伝

と注肇伝に分割されたのだとすれば,他の請

書に三仏斉朝貢なく注輩朝貢 があ るので,

｢宋史三仏斉伝の無寧十年の入貢は,注挙国

の同年の入貢の記事の一部分を,誤って混入

したものであると思うO 換言すれば無寧十年

三仏斉入貢を否定することになる｣[同所】と

いう桑田の結論は当然である｡ 桑田はまたこ

2)チョ-ラ王の在位年は【Majumdar1937;167
-190]による｡
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の立場から,宋史三仏斉伝の ｢使大首領地華

伽喝采｣は ｢大首領地華伽喝遣使来｣の誤 り

とするが,この点について筆者が見解を異に

することは後に述べるとおりである｡

なぜこのような錯誤が生 じたのか桑田は特

に論 じていないが,このような二つの誤 りは

無意識の誤 りと見るにはあまりに不自然であ

り,何 らかの作為の結果と見るべきであろう｡

この観点に立つと嶺外代答の注肇伝に ｢至神

宗熊寧十年六月,此国亦貴方物,上達内侍労

問之,乃此国也｣とあって,わざわざ ｢乃此

国也｣と断っているのも不自然である｡

3. 広東天慶観碑文

1960年代になって ｢広東重傷天慶観記｣な

る碑文が紹介され [戴 1979;Tan 1964】,

この1077年の朝貢をめぐる議論は新たな展開

が可能になった｡｢元豊二年 (1079)重九日｣

に記されたこの碑文の全文は本稿末尾に掲げ

る (資料 Ⅰ)｡これは皇祐四年 (1052)債智高

の乱の際に破壊された広州の天慶観の修復に

｢三仏斉地主都首領地華迦嘱｣が貢献 したこ

とを記すものである｡ この地華迦喝が保傾慕

化大将軍を賜ったことが記されており,おそ

らく同じ機会に判官麻図華喝が保順郎将を賜

ったと考えてよいであろう｡これが何年のこ

とか明記されていないが,無寧三年(1070)と

元豊二年 (1079)の間であることは確実で,

おそらく無寧十年 と見てよいであろう｡

この碑文を紹介 した戴高塩はまた,天下郡

国利病書の三仏斉国の条に引かれた広州旧志

の一節を紹介 している｡これも本稿末尾に掲

げる(資料 Ⅲ)｡なお東西洋考巻12に ｢見広州

志｣として一部簡略化したほぼ同じ内容の文

が引用されている｡広州志は15世紀ないし16

世紀に成ったものであるが,碑文の内容と一

致する部分が多いので碑文と相補い合う価値

の高い資料 と考えることができる｡ ここには

｢明年地華伽喝没｣と記され,この ｢明年｣

は元豊三年 (1080)と考えることができるの

で,この碑文と広州志の地華迦噂は治平年間

(106411067)ないしそれ以前から1080年まで

｢三仏斉地主都首領｣の地位にあったことに

なり,これは在位 1070-1119年のチ ョ-ラ王

クロートゥンガではありえない｡

そこで,宋史三仏斉伝の｢大首領地華伽曝｣,

宋史注肇伝の ｢国王地草加羅｣,天慶観碑文

(および広州志)の ｢三仏斉地主都首領地華

迦噂(地華伽嘱)｣が同一人かどうかが問題に

なる｡ 戴は同一人であり,宋史注肇伝は誤り

で,1077年については注肇の朝貢なく三仏斉

の朝貢があったとする説を立てている｡戴の

所論の一部を批判 した林家勤は,同一人説に

は従いつつも,1077年の朝貢について,注輩

の入貢は三仏斉の入貢に委託 して行われた,

換言すれば実際に中国に来たのは三仏斉の使

節であるが,この使節は注肇の朝貢使を兼ね

ていたので,両国の朝貢があったことになる

と結論する 【林 1979]｡

戴の説では,宋史注肇伝その他の請書にこ

の年の注華朝貢が記されていることが十分説

明できず,注肇固有の慣習である ｢撤殿｣が

行われていることの説明がつかない (撤殿に

ついては第Ⅲ章第 3節参照)｡ 林の説の場合

は,本来三仏斉の朝貢であり,朝責任である

ものが,後代の編纂書である宋史と文献通考

の三仏斉伝以外の,末代の請書において注輩

の朝貢として扱われていることの説明ができ

ないであろう｡

4. 別人説-ウォルタース説批判

筆者の説に入る前に別人説を見ておこう｡

ウォルタースは注輩伝の地華加藤 と,三

仏斉伝および天慶観碑文の地華伽喝 は別人

と考えている｡その根拠は次 の 3点 で あ る

[Wolters 1966:229-230】｡

①注章伝の地草加産は ｢王 (king)｣である

のに対 し,三仏斉伝と天慶観碑文の地華伽嘱
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は｢首領 (chief)｣のタイトルで示され,この

タイトルの違いは地位の高低の違いを示す｡

⑧三仏斉の地華伽喝に保順慕化大将軍,注

肇の地華加蓮に懐化将軍が与えられている｡

⑧地華伽曙と地草加雇｡伽喝と加羅の文字

が区別されている｡

ウォルタースは1077年に注華の地草加産も

三仏斉の地華伽喝も各々朝貢 してい るとし

て,この1077年の状況を,チョ-ラとシュリ

ーヴィジャヤ両国のライバル関係を措定した

上で,次のように考えている｡

①1077年注華の地草加羅 (-クロートゥン

ガ)は三仏斉をも支配する上級支寵者 (over-

lord)であるかの如きふりをした｡

⑳10年前にシュリーヴィジャヤに与えた軍

事的援助 (1068年頃のチョ-ラのカダーラム

(Kadかam)遠征｡本章第 6節参照)がこの支

配債域に関する虚偽の申し立ての根拠となっ

た ｡

⑧それゆえ後代の中国の資料編纂者達は,

1077年にシュリーグィジャヤが独立国であっ

たかどうか怪 しみ,この年の三仏斉朝貢を無

視することにした｡

④シュリーヴィジャヤの使節は首尾よく逆

の主張,つまり滞甘伝に見える ｢注華役属三

仏斉｣を中国に認めさせるのに成功 した｡

⑤ しかし宋史の編者だけがこの1077年の三

仏斉の朝貢を認めた｡彼はしかし支配者と使

節の名前を間違った｡

⑥江華の判官麻図華雇と天慶観碑文の判官

麻図華喝の名前の一致は宋史の編者の間違い

によるもので,このような細かい点に拘泥す

る必要はない｡

まずこの1077年の状況①～⑥を批判 してお

きたい｡第 1に,⑧の1068年頃の遠征をチョ

-ラが三仏斉-シュリーヴィジャヤの王を援

助するためのものと見ることは,通飴ではあ

るけれども,後に述べるような異なる解釈が

可能である｡①,⑧,④は資料的根拠が全 く
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なく,資料の混乱を説明するための一つの想

像に過ぎない｡⑧については,おそらく統覚

治通鑑長編,宋会要輯稿など末代の資料の編

者も宋史の編者も,ともに利用した共通の原

テキス トが存在 したであろうが,宋代の資料

を参照 しつつ作成された宋史においてのみ注

輩の朝貢と並んで三仏斉の朝貢を認めている

のは不自然である｡また天慶観の重修に重大

な貢献を行い,かつ,おそらくはこれとの関

連で ｢大将軍｣を与えられた三仏斉の地華伽

喝について続資治通鑑長編などの末代の資料

が記さず,逆に ｢将軍｣を与えられた注華の

地草加雇について記 しているのは不自然であ

る｡このことは逆に言えば,｢chiefJにすぎな

い者に｢大将軍｣が,｢king｣に｢将軍｣が与え

られたという逆転現象があったことになり,

これをウォルタースは別人飴と両国のライバ

ル関係を措定することによって説明しようと

していると言えよう｡ 別人観が成立せず,普

たライバル関係も措定する必要がなければ成

立しえない考え方ということになる｡最後に,

ここではそもそも資料の混乱を前提として,

その説明が求められているのであるから,⑤

や⑧のような資料の誤りを云々することは論

拠となりえない｡

こう見てくると(9-⑥という1077年の状況

を想定することの根拠は弱いことがわかる｡

つぎにこの想定は別人説を前提としている

ので,上記の別人説①～⑧を批判 しておきた

い｡第 1に,この3点は別人税の根拠という

よりは,別人であることを前提として成り立

つ解釈と言うべきであるo第 2に,(丑のタイ

トルの違いは,同一人を三仏斉伝と注肇伝の

両方に記すために,意図的に区別 しようとし

た結果と解釈することもできよう｡すなわち,

後に論じるように,注華王であると同時に三

仏斉地主都首領でもある一人の人物が存在す

れば,この(Dは別人説の根拠として無意味で

ある｡ ⑧については, 既に見たように, 栄
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史の三仏斉伝と注華伝の記事は合わせて一つ

に見ることができ,地華伽嘱 (地華加羅)が

保順慕化大将軍を,使節が懐化将軍や保順郎

将を与えられたと見ることができる｡ しかも

天慶観碑文には保順慕化大将軍地華迦噂と保

順郎将麻図華喝とが現れる｡ また, 熊寧 ･

元豊 ･元祐年間の朝貢記事から判明する限り

で,将軍は王ではな く使者に与えられている

こと (第Ⅲ章第 5節参照) も,両記事を合わ

せて一つと見る根拠の一つとなしえよう｡ ③

の伽喝と加羅の文字の違いについては,筆者

はこれを,宋史の編者が一つの原テキス トを

三仏斉伝と注牽伝に分割する際に意図的に行

った区別と想像する｡それはともか く,この

ような文字の違いは三仏斉伝や注華伝の他の

個所で もしばしば見 られることであって,重

視する必要がないであろう｡ 事実宋史三仏斉

伝の地華伽喝は広州志では同じ地華伽喝に作

るが,天慶観碑文では地華迦喝に作っている｡

5. 東南アジアの注華

こう見てくると別人説の根拠 は薄弱で あ

る. 少な くとも,同一人説からの批判が十分

可能なものである｡以下に同一人説に立って

論を進めるが,まず同一人説の根拠を整理 し

ておくと次のようになる｡

(D天慶観碑文と広州志の地華伽 喝 は同一

人｡

⑧天慶観碑文 (および広州志) と宋史三仏

斉伝の地華伽喝は同一人｡

この2点はウォルタースも認めている｡

⑧問題は宋史注華伝と①⑧の3資料との関

係である｡ この問題では,文字の細かい違い

は別にして,地華伽喝という名前が同じであ

ることの他に,

a)桑田が指摘するとおり,三仏斉伝と注肇

伝の内容は合わせて一つと見 ることがで き

る｡

b)江華伝の判官麻図華是は天慶観碑文の判

官保順郎将麻図華噂と同一人であろう｡

C)注賛伝の使者奇噂喝は天慶観碑文および

広州志の治平中の条の至嘱喝と,おそらく,

同一人であろう｡

という3点に基づいて,宋史注肇伝と(∋(参の

3資料の地華伽喝は同一人 と考えられる｡

さて,同一人説を取った場合,地華伽喝は

注肇王とする資料と三仏斉地主都首嶺とする

資料とが存在するゆえ,注肇王であり同時に

三仏斉地主都首領であると考 え るべ きで あ

る｡ どちらか一方のみの支配者と見な した場

合に解釈 しきれない問題があることはこれま

で述べてきたとおりである｡ 一人が注華と三

仏斉の両方の支配者であるケースとして,請

理的には次の4つの場合がありうる｡

①注肇の支配者が三仏斉の支配者を兼ねて

いる場合｡

⑧逆に三仏斉の支配者が注肇の支配者を兼

ねている場合｡

⑧注肇本国とは別に (しかしおそらくは本

国の勢力を背景に),三仏斉において三仏斉

を支配する,注肇のいわば出先勢力の支配者｡

④逆に注肇における三仏斉出先勢力の支配

者｡

チョ-ラの刻文が三仏斉に対する注輩の軍

事的優位を示 しているので,⑧と④はありえ

ない.チョ-ラ刻文を除外 して考えるとして

も,④は次に述べる①に関するのと同じ理由

で可能性がない｡②の場合は,続資治通鑑長

編や宋会要輯稿が無寧十年 (1077)の朝貢を

注肇の朝貢としていることの説明が,少なく

とも⑧の場合よりも,不自然になるであろう｡

(むのケースもありえないであろう｡ その論

拠としては次の3点で十分である｡

a)天慶観碑文において地華迦曙は自分を三

仏斉の支配者と位置づけている｡

b)既述の如 く,当時のチョ-ラ王クロー ト

ゥンガと地華伽喝の在位年がか け離れ て い

る｡
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C)天慶観碑文によれば治平中 (1064-1067)

から無寧三年 (1070)にかけて使者が毎年の

ように地華迦喝のもとと広州の間を往復 して

いる｡ とくに1069年と1070年には2年連続 し

て往復 している｡ しか し広州と南インドのチ

ョ-ラの間は 1年では往復で きな いので,3'

地華迦喝の所在地はインドではなく,東南ア

ジアでなければならない- これと同じ理由

で(むの場合 もありえない- .

かくして①,⑧,④の可能性は否定され,

⑧が残ることになる｡これは従来の諸説が全

く想定 しなかった事態である｡

この立場に立って1077年の朝貢記事を見直

してみると,原テキス トには ｢三仏斉注挙国

大首債 (または三仏斉注華国地主都首領)地

華伽曜遣使云々｣ないし ｢三仏斉地主都首領

(または三仏斉大首領)注華国王地草加羅遣

使云々｣とあった可能性が考えられる｡ 5年

後の元豊二年 (1082)に ｢三仏斉江華国朝貢

云々｣とあって,｢三仏斉注肇国｣という表現

のあること (第Ⅲ章第 3節)を考慮に入れる

と,前者の方が良いかもしれない｡

このような原テキス トを続資治通鑑長編や

宋会要輯稿は,おそらく原テキス トに疑問を

持ちつつ注華 (本国)の朝貢と理解 し,また

宋史の編者も疑問を持ちつつ,三仏斉伝と注

肇伝の両方にこれを分割 して配置したのであ

3)嶺外代答巻2の注葦伝に ｢注挙国,是西天南印
度也｡欲往其国,当日故臨国,易舟而行｣とあ
り,同じく故臨国伝に ｢故臨国,与大食相適｡
広舶四十日到藍里,往冬,次年再発舶,約-月
始達某国｣とある｡また同書の巻3の大食諸国
伝に ｢有麻離抜国,広州日中冬以後発船,乗北
風,行約四十日,到地名藍里,博買蘇木白銀長
日藤,住至次冬,再乗東北風,六十日順風方到
此国｣とある｡以上から広州-豊里 (スマトラ
北端部)-故臨 (南インド西部,クイロン)一往
葦または大食諸国というのが当時のルートであ
り,この場合,豊里で長期の風待ちを余儀なく
されるため,広州と南インドの間は1年では往
復できないのである｡また 『東方諸国記』 【ピ
レス 1966:154,199,458,4621参照｡
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ろう｡すなわち宋史の編者は,原テキス トの

意味が正一しく理解できなかったために2国 1

使節の朝貢と理解 し,三仏斉に関しては三仏

斉が注華国地主都首領地草加羅をして朝貢せ

しめたと解 して ｢使大首領地華伽噂来｣とな

し,注肇伝の方では ｢国王地草加羅遣使｣ と

したのであろう｡

6. 地華伽曙と1068年のチョ-ラの遠征

我々は熊寧十年 (1077)の朝貢記事の検討

をとおして,地華伽噂は三仏斉にあって三仏

斉を支配する江華の出先勢力の支配者であっ

たという結論に至った｡この結論に従うなら,

宋史蒲甘伝の ｢注華役属三仏斉｣という中国

政府の認識は,注華 (実はその出先勢力)が

三仏済の領域- 領域 という言葉が適当かど

うか問題だが- 内に存在するという地理的

状態を三仏済と注肇本国の間の政治的関係 と

して誤認 したために生 じたと考えることがで

きる｡資料自体を誤 りとして否定し去る必要

はな く,またウォルタースのような,資料的

根拠のない,チ ョ-ラとシュリーグィジャヤ

各々の虚偽の申し立てを想定する必要もなく

なる｡

この結論からいくつかの再検討すべき問題

が生 じるが,この節では1068年頃のチョ-ラ

のカダーラム遠征について述 べ る ことにす

る｡

この遠征は1063年 に即位 し1070年 に死亡

するチ ョ-ラ王ヴィ-ララー ジ ェー ン ドラ

(Ⅴ‡rar勾endra)の第 7年つまり 1069-1070年

の刻文に記されていることか ら,その少 し前

の1068年頃であったとされている｡その部分

は次のように英訳されている [Majumdar

1937:181;Sastri 1975:271-272,318]｡

Having conquered (the country of)

Kadaram,(he)waspleasedtogive(it)

(back)to(its)kingwhoworshipped(his)

foot(whichbore)ankle･rings.
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これは通常ヴィ-ララージェーンドラ王が援

助 と保護を求めてきたカダーラムの王のため

にカダーラムを征服 し,それをその王に返 し

たことを述べていると理解され,またこのカ

ダーラムの王はつまりシュリーヴィジャヤ王

であるとするのが通説である｡

しか しこの刻文の記事を,遅 くとも治平年

間 (1064-1067)に地華伽喝がチ ョ-ラの出先

勢力として三仏斉の支配者になっていたこと

と考え合わせると,このカダーラムの王がま

さしく地華伽喝であったと考えることができ

よう｡換言すれば,1068年頃のチョ-ラのカ

ダーラム遠征は,何 らかの原因で本国の軍事

援助が必要になった地華伽喝に引き続きカダ

ーラムを統治させるために行われたというこ

とになる｡とすれば,地華伽喝の所在地はカ

ダーラムということになる｡ なおカダーラム

(タ ミール語)は一般にサンスクリットのカタ

ーハ (Kataha),アラブ資料のカラフ (Kalah)

に同定され,マ レー半島西岸のケダーに位置

比定される｡4)

ⅠⅠⅠ 元量 ･元祐年間の三仏斉朝貢

1. 元豊 ･元祐年間の三仏斉の朝貢- 宋史

三仏斉伝

つぎに無寧十年(1077)より後,元豊(1078-

1085),元祐 (1086-1094)年間の三仏斉の朝

貢を検討する｡ 第 Ⅰ章第 2節で述べたように

4)ただし,天慶観碑文によれば地華迦噂の使者は
治平中 (1064-1067)から県寧三年 (1070)に
かけて毎年のように広州と往復しており,かえ
って無寧三年から無寧十年の間(1070-1077)に
使者の往来が記されていない｡とすると1068年
頃に本国の軍事援助を必要とするような事態は
想像しにくいと言えよう｡広州との使者の往来
を妨げない程度の,たとえば地華迦境の宮廷内
部の争いといったものを想定すべきであろう
か｡あるいは,1068年頃とされるチョ-ラのカ
ダーラム遠征は実は1070年であったのだろう
か｡

宋史三仏斉伝には朝貢の年についてかなりの

誤 りが含まれており,この時期に実は元豊二

午 (1079),五年 (1082),七年 (1084),元祐

三年 (1088),五年 (1090)に朝貢があった｡

このうち元豊二年,五年,元祐三年,五年の朝

貢記事にはかなりの問題が含まれている｡こ

の章では元豊 ･元祐年間の各々の三仏斉朝貢

を資料を整理 しつつ跡づけることにする｡ ま

ず宋史三仏斉伝の記事は次のとおりである｡

元豊中使至者再｡率以白金,真珠,婆律,

薫陸香,備万物｡広州受表人言,侯報乃護

至開下,天子念其道里遥遠,毎優賜遣帰｡

二年腸鏡六万四千綿,銀一万五百両,官其

使群陀畢羅為寧遠将軍,官陀勇亜里為保順

郎将｡畢羅乞買金帯白銀器物,及僧紫衣師

牒,皆如所請給之｡三年広州南蕃綱首,以

其主管国事国王之女唐字書,寄竜脳及布与

提挙市舶孫廻,廻不敢受,言於朝,詔令佑

直輸之官,悉市南以報.五年遣使皮機,副

使胡仙,判官地草加羅来人見,以金蓮花貯

真珠,竜脳撒殿｡官皮禎為懐遠将軍,胡仙,

加羅為郎将｡加羅還至薙郎病死,購以絹五

十匹｡六年又以其使薩打撃満為将軍,副使

羅悉沙文,判官悉理沙文為郎将｡栢聖中再

入貢｡

文献通考三仏斉伝では ｢三年｣の条の ｢以

報｣までほぼ同文,その後の部分は年を誤 る

ことな く, 内容を簡 略化 している｡ 冒頭 の

｢率以白金真珠,-･-毎優賜遣帰｣の部分は

他書に発見 しえず,宋史と文献通考の三仏斉

伝にのみ見える｡

2. 元豊二年 (1079)の朝貢

元豊二年の朝貢について,玉海巻154は｢七

月己巳入貢｣,宋会要輯稿 (歴代朝貢)は｢七

月三 日三仏斉唐卑国来貢万物｣ とあるのみだ

が,続資治通鑑長編巻 299に次のような三つ

の記事がある｡

(∋ (七月)己巳三仏斉唐卑 国使来 貢万 物
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(割り注 :唐卑国当考二十七日並八月二十

二日,賜三仏斉物亦不及唐単｡元豊五年十

月十七日合参照｡)

⑧ (七月莫巳)賜三仏斉国進奉,銭六万四

千綿,銀一万五百両｡以進奉使群陀畢為餐

遠将軍,判官陀勇亜里為保順郎将(割 り注 :

初三日可考｡)

⑧ (八月丁巳)賜三仏斉国群梅畢産等銀水

錐,交侍,骨菜二対,飯洗羅一面及賜僧紫

衣二,師号度牒各-｡初群晦畢産等乞私自

買置,詔依注肇国例,特腸之｡

宋史三仏斉伝の記事はこのうちの七月莫巳と

八月丁巳の記事と対応 している｡八月丁巳の

条の ｢注挙国例｣は注華関係の記事に対応す

るものを見出しえなかったが,1015,1020,

1033年の朝貢ではなく,直近の1077年の朝貢

(つまり地草加雇の朝貢)の際にこの ｢注筆

国例｣があったと見るべきであろう｡

この資料,特にここに見える三仏斉唐卑国

について桑田,ウォルタースが詳 しく検討 し

ている｡ ウォルタースの説は第Ⅳ章第 1節で

取り上げる｡ 桑田の説では,この年の三仏斉

唐卑国の朝貢は唐早が三仏斉として入貢 した

ものであり,次節で扱う元豊五年 (1082)ち

同様であり,その背後には,この1079,1082

年頃には三仏斉の都がパレンバンから唐卑つ

まりジャンビに移っていたという事態があっ

た｡三仏斉 (パ レンバン)の継承者を以て任

じた唐卑は当初は三仏斉の名を冠 して朝貢 し

たが,その後は単に三仏斉と して朝貢 した

[桑田 1945a:86-93]｡ すなわち,1079年頃

には三仏斉の中心地はパレンバンからジャン

ビに移っていたという桑田の結論は,この元

豊二年 (1079)の三仏斉唐卑国の朝貢を唐卑

が三仏斉として朝貢 したという解釈に基づい

ている｡そしてこの解釈は上引の続資治通鑑

長編の記事,中でも特に七月己巳の条の注の

｢賜三仏斉物亦不及唐卑｣に基づいている｡

嶺外代答はこの朝貢を- と言うより,こ
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の朝貢記事を- ｢七月達彦卑国使来貢｣と,

すなわち,三仏斉が唐卑国の使者をして朝貢

させたと理解 している｡ この嶺外代答の理解

は,桑田が言うとおり,三仏斉と唐早の2国

の朝貢があった,換言すれば, 1使節 2国の

朝貢があったと理解 していることになる｡桑

田によればこの理解は誤りであって,｢賜三仏

斉物亦不及唐卑｣という続賢治通鑑長編の注

は,続資拾遺鑑長編も三仏斉唐卑国という表

現に疑問を抱いた証拠であり,これを2国の

朝貢と解 し得ないことをのべたものである｡

宋朝の賜与が三仏斉に対 してのみで唐早に及

んでいないのは,この来貢が1国の入貢だっ

たからである｡その1国とは,桑田説に従え

ば,三仏斉として入貢 した唐卑ということに

なる｡とすると,その唐卑には及ばない賜与

が三仏斉に与えられたということは,宋朝の

側が唐早を唐早としてではなく三仏斉として

扱うという態度を示 したことになる｡

しかしながら,｢賜三仏斉物亦不及唐卑｣と

いう注は七月莫巳,八月丁巳の条を参照 した

上での解釈と見るべきであろう｡すなわちこ

の注は,嶺外代答と同じ立場つまり三仏斉が

その属国唐早をして入貢せ しめたという立場

に立って,宋朝の側では三仏斉のみに腸与 し,

属国倉卑には賜与がなかった- なぜなら,

七月莫巳,八月丁巳の条では三仏斉にのみ腸

与があった- という解釈を示 しているに過

ぎないと思われる｡

いずれにせよ,嶺外代答は1使節 2国の朝

貢があったと理解 しているのに対 し,秦田は

1使節 1国の朝貢と見なしているということ

になる｡どちらの説も可能かもしれないが,

この他に2使節 2国の朝貢が示されていると

するウォルタースの鋭 (第Ⅳ章第 1節)があ

る｡筆者は,その2国をウォルタース説の如

く三仏斉 (-シュリーグィジャヤ,パ レンバ

ン)と唐卑 (-ジャンビ)とするのはともか

くとして,上掲の資料には2朝貢使の記事が
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存在すると考 え る方 が蓋然性が高いと考え

る｡すなわち,玉海の ｢七月己巳入貢｣,宋会

要輯稿の ｢七月三日三仏斉唐卑国来貢万物｣,

続資治通鑑長編の七月己巳の条は明らかに三

仏斉唐卑国の朝貢を扱っているが,記事の内

容から見て,この三仏斉唐卑国の朝貢は,栄

史三仏斉伝および続安治通鑑長編の七月莫巳

･八月丁巳の条の朝貢と共通点を持たないと

言える｡

三仏斉唐卑国とは別の三仏斉の朝貢があっ

たとすれば,筆者はウォルタース同様,地華

伽喝の朝貢であったと考える｡ ただ,ウォル

タースが地華伽曙をシュリーヴィジャヤ王と

考えるのに対 して,筆者は既述の如 く三仏斉

注挙国の支配者と考える｡ 地華伽曜 (三仏斉

注肇国)の朝貢であったと考える根拠は,こ

の年広州の天慶観の重修が完成 し,天慶観碑

文が立てられていることであ る｡ 同碑文 の

｢適判官麻図華曜｣以下の部分 (これが無寧

十年であることは前章で述べた)によれば,

麻図華噂は ｢願備金銭云々｣と ｢遂具章奏｣

し,中国朝廷はこれを多としてその願いを認

め,かつこの機会に地華迦喝に保順慕化大将

軍,何徳版に崇道大師,(またおそらく麻図華

曙などの使節に保順郎将など)が与えられ,

さらに鏡八万-千八百縛,銀五万二千両が賜

与されている｡地華迦喝による天慶観の修復

は中国朝廷の承認 と後援のもとに進められた

と言える｡ 元豊二年にそのような天慶観の修

復が完了 し,かつこの碑文が立てられたので

あるから,この年に地華迦喝の朝貢があった

と考えるのは荒唐無稽ではあるまい｡熊寧十

年の場合 と同様に銭六万四千綿 と銀一万五百

両が賜与され,使者の群陀畢定が寓遠将軍,

陀芳亜里が保順郎将とされたが (七月芙巳の

秦),これは天慶観修復の告竣の機会に行われ

たと考え られる｡また群陀畢羅 らが自分で買

おうとした ｢鉱水錐交侍,骨莱二対,銀洗羅

一面及賜僧紫衣二,師号度牒各-｣を特に賜

ったのも (八月丁巳の粂)やはり天慶親告竣

に関わりがあると考えることができ,この品

物のうち ｢僧紫衣｣は碑文の ｢紫衣何徳順｣,

｢住持崇道大師賜紫何徳順｣に対応 している

と言える｡ 七一八月にこのような朝貢と腸与

があり,九月九日に碑文が立てられたのは時

間的にも符合する｡ なお八月丁巳の条に ｢詔

俵注挙国例, 特腸之｣とあるのは, 注肇国

(チョ-ラ)の例に倣 って三仏斉 (シュリー

グィジャヤ)にも特に賜ったと言 うのではな

く,｢(三仏斉)注挙国｣の先例- つまり熊

寧十年の例- に倣って同じ ｢三仏斉 (注挙

国)｣に賜ったと考えることができる｡

か くして,筆者はこの元豊二年には七月に

三仏斉唐卑国 の朝貢,七一八月に三仏斉注挙

国の地華迦喝の朝貢があったと考える｡

3. 元豊五年 (1082)の朝貢

元豊五年については,上記の宋史三仏斉伝

の他には,続資拾通鑑長編巻 300と宋会要輯

稿の職官44の6･7にはば同文がある｡続資

治通鑑長編の方を記す｡

(元豊五年十月甲子)広東転運副使兼提挙

市舶司孫廻言,南蕃綱首持三仏斉唐卑国主

及管勾国事国主之女唐字書,寄臣熟竜脳三

百二十七両,布十三段,臣昨奉差委推,行

市舶法,臣以海舶法敵商旅軽於冒禁,毎召

暮雪,示以候約,暁以来之之意,今幸刑戟

不加,而来者相継,前件書物臣不敢受儀,

乞佑直入官委本庫,買探鳥等物,侯冬舶回,

報謝之,所貴通異域之情,来海外之貸,従

之｡ (割 り注 :元豊二年七月三日唐卑国来

貢｡)

元豊五年にはこの記事の示す三仏斉唐卑国

の朝貢の他に三仏斉注挙国の朝貢もあったと

考えられる｡ これは本稿がこれまで利用 して

きた資料には見えないが,次の二つの資料に

記されている｡まず鹿元英の 『文昌雑録』巻

1の元豊王威 (五年)八月の条に次のように
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ある｡

元豊壬成八月･--三仏斉注挙国朝貢,見延

和殿,引至柱脆,撤金蓮花,真珠,竜脳,

於御座前,謂之撤殿｡初至閲,先具陳請,

詔方許之｡

鹿元英 (宋史巻311に伝あり)は元豊年間に

礼部の主客郎中であったが,主客司はまさに

蕃夷朝貢を管掌 し,その記録を整えるのが役

目であった｡従 って,宋史はともかく続資治

通鑑長編や宋会要輯稿に関係記事が見えない

のは疑問なしとしないとはいえ,この年の三

仏斉注華国の朝貢を事実と認めてよいと思わ

れる｡

また栢聖四年 (1097)の進士で南宋初にか

けて活躍 した菓夢得 (宋史巻445に伝あり')の

『石林燕語』巻 2に次のようにある｡

元豊間,三仏斉注肇国入貢,請以所真金蓮

花,竜脳,依其国中法,親撤御座,謂之撤

殿｡詔特許之,御延和殿引見,使拡散干殿

柱外,前未有也｡

この ｢元豊間｣が元豊壬戊 (五年)である

保証はなく,二年または七年の可能性 も否定

できないが, 『文昌雑録』 に対応すると見な

して,五年のこととしておこう｡ここで大事

なのは ｢三仏斉注華国｣の朝貢が資料に明記

されていることである｡

桑田は前掲の 『文昌雑録』を引用 し,｢これ

は撤殿に関して先例を述べただけで此の時に

三仏斉江華が入貢 したわけで はな い｣[桑田

1945a:70-71]としている｡ しかしながら,

上記の如 く鹿元英が元豊年間に礼部の主客郎

中であったことの他, 『文昌雑録』 は編年体

で構成されており,また撤殿は次に述べるよ

うに注肇固有の儀礼であるので,やはりこの

年の三仏斉注挙国の朝貢があったと認めるべ

きと思われる｡ とすると,この元豊五年には

八月に三仏斉注肇国の朝貢 (および撤殿)が

あり,十月に三仏斉唐卑国の朝貢があったこ

とになる｡
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ここで撒殿について見ておきたい｡管見の

限 り,撤殿が行われたのは次の5回である｡

①大中祥符八年 (1015)｡続資治通鑑長編巻

85,九月己酉の条,宋会要輯稿 (歴代朝貢),

玉海巻 153, 山堂考索などの注華朝貢記事の

中に記されている｡ 宋会要輯稿 を挙 げ ると

｢以盤捧真珠碧頗裂升殿,布於御座｣とある｡

⑧明道二年 (1033)｡宋史注肇伝の他,続資

治通鑑長編,宋会要輯稿 (歴代朝貢),玉海巻

153などの注華朝貢記事の中に見える｡ 宋会

要輯稿に ｢枢離偽請用夷礼以中背慕之心,乃

奉銀盤於殿脆散珠於御楊下面退｣とある｡ 晦

散は使者の名前である｡

③無寧十年 (1077)｡この年の撤殿は宋史注

肇伝(第 Ⅲ章第 2節に引用),続資治通鑑長編,

宋会要輯稿 (歴代朝貢),玉海,山堂考索など

の注肇朝貢記事の中に記される他,神宗時代

(つまり同時代)の人沈括の 『夢渓筆談』巻

24に次のように記されている｡ おそらくこれ

が撤殿の様を最 も詳 しく描いている｡

無寧中,注挙国使人入貢,乞依本国俗撒殿,

詔従之｡使人以金盤貯珠,脆捧於殿樫之間,

以金蓮花酌珠,向衛座撒之,謂之撒殿,乃

其国至敬之礼也to 朝退有司掃徹,得珠十余

両分賜,是日侍殿閤門使副内臣｡

この撒殿は注華国の朝貢使が行なったとさ

れているが,この場合の注挙国とは第Ⅲ章で

見たように,地華加雇の注挙国,つまり三仏

斉注挙国と考えられる｡

(多元豊五年 (1082). 上に引用 したように

『石林燕語』 と 『文昌雑録』に三仏斉注肇国

の朝貢の際に行われたことが記されている｡

⑤元祐三年 (1088)｡宋史三仏斉伝に元豊五

年のこととして見えるが,この元豊五年が実

は元祐三年であることは既述の通 りである｡

元祐三年の撤殿はこの他,続資拾通鑑長編,

宋会要輯稿 (歴代朝貢)の三仏斉朝貢記事の

中に見える (次節参照)0

以上の5回のうち,① と⑧は注華本国,⑧



深見 :三仏斉の再検討

と④は三仏斉注挙国,(訓ま三仏斉の使節によ

って行われたということになる｡ 宋史巻119,

礼志22の諸国朝貢の条に ｢注肇,三仏斉使者

至,以真珠,竜脳,金蓮花等登陛脆散之,謂之

撤殿｡｣とあるのはこれに基づいて い ると言

えよう｡ しかしながら,ここで問題は(参の三

仏斉の使節による撤殿である｡というのも,

撤殿はこの(参を除いて注撃本国または三仏斉

注挙国の使者によって行われており,上の⑧

と(塾の引用からわかるとおり注華固有の儀礼

であり,かつ注肇における ｢至敬之礼｣であ

って,これが三仏斉注華国以外の三仏斉の使

節によって行われるとは考えにくい｡従って,

⑤元祐三年 (1088)の朝貢は実は三仏斉では

なく,注撃本国または三仏斉注肇の朝貢と考

えられる｡ 注聾本国の朝貢を三仏斉の朝貢に

取り違えることは考えにくいので,三仏斉注

肇の朝貢とすべきであろう｡ な お元祐三年

(1088)の朝貢は次節で扱う｡

4. 元豊七年(1084),元祐年間(1086-1093),

紹聖年間 (1094-1097)の朝貢

元豊七年 (1084)｡元豊七年の朝貢について

は本紀に ｢九月乙巳三仏斉来貢｣,続資治通鑑

長編巻348に ｢九月乙巳三仏斉貢万物｣,宋会

要輯稿に ｢九月八日三仏斉国貢万物｣とある

のみで,問題がない｡

元祐三年 (1088)｡元祐三年の朝貢について

は宋史では本紀に ｢是歳三仏斉入貢｣とある

のみだが,三仏斉伝には既塙の如 く使者名そ

の他が記されている｡また宋会要輯稿 (歴代

朝貢)には次のようにある｡

十二月十二日,三仏斉貢奉人請以金蓮花一

十五両,真珠五両,竜脳一十両,俵例撤殿,

従之｡

続資治通鑑長編 418と山堂考索の各々この年

十二月甲中の条に同文がある｡山堂考索には

さらに翌四年正月庚辰の条に,次のようにあ

る｡

進奉副使胡仙為帰徳郎将,進奉判官地華加

藤為保順郎将｡

さらに続賢治通鑑長編巻 427, 四年五月壬辰

の条に次のようにある｡

鴻臆寺言,三仏斉国進奉判官保順郎将地草

加嘱,至薙郵県以疾卒,(下略)

宋史三仏斉伝のこの年の朝貢記事はこうした

宋会要輯稿,続資治通鑑長編,山堂考索の記

事に対応するものと言える｡

筆者は前節で撤殿を根拠にこの三仏斉を三

仏斉注挙国と見なした｡使者の一人地華加露

という名が第Ⅲ章で扱った地華伽喝と同じ音

なのでチョ-ラ系の名前と考 え られ ること

も,この三仏斉を三仏斉注聾国と見なすべき

根拠と言えよう｡

ところが,宋会要輯稿には上引の部分に続

いて)

閏十二月五日三仏斉,二十一日西南蕃並達

人入貢

とあり,続資拾通鑑長編巻419にも,

閏十二月 (中略)丁未三仏斉遣使入貢

とある｡玉海と嶺外代答ではこの年の朝貢は

閏十二月だけが記されている｡

桑田はこの閏十二月の朝貢を十二月の朝貢

と同じものかもしれないとする｡ 勿論その可

能性は否定できないけれども,先に見たよう

に元豊二年 (1079),五年 (1082)に三仏斉注

挙国と三仏斉唐卑国という三仏斉を冠する2

国の朝貢があったことを踏まえると,この元

祐三年にも二つの三仏斉の朝貢があった可能

性が否定できず,その場合に前節で見たよう

に,撤殿を行っている十二月の朝貢は三仏斉

注肇の朝貢,閏十二月は三仏斉注肇以外の三

仏斉の朝貢ということになる｡

元祐五年 (1090)｡元祐五年と六年 (1091)

の三仏斉朝貢が宋史本紀に記されている｡宋

史と文献通考の三仏斉伝では五年の入貢なく

六年の入貢のみ記されている｡五年について

は玉海に ｢十二月入貢｣,宋会要輯稿 (歴代朝
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貢)に ｢十二月五日高麗,三仏斉達人入貢｣,

続資治通鑑長編452に｢(十二月乙末)高某国,

三仏斉国遣使入貢｣とあるが,六年について

これらの資料には続資拾通鑑長編巻 456の三

月丁亥o'条に次のようにあるだけである.

御史中丞趨君錫言,高某国,三仏斉国進貢

使副以下檀入疎盆観看,奉詔館伴押伴官等,

並特放罪｡臣頼惟,蛮夷入貢,有司当守君

命,今館伴官等廼敢轍於観灯之夕,公然廃

越法制辱国誤朝,宜在不簸,詔館伴押伴官

並罰金六斤｡

これは五年十二月の朝貢使と考えることがで

きるだろう｡ 六年に五年十二月の朝貢とは別

の朝貢があった可能性も否定できないが,三

年十二月の使者が四年正月に帰徳郎将を与え

られたのと同様に,五年十二月の使者に六年

に将軍などが与えられたと想定すれば,桑田

が言うとおり,宋史三仏斉伝の六年の使者は

つまり五年十二月の使者のことである｡

この元祐五年の朝貢は三仏斉注輩国の朝貢

であった可能性が考えられる｡その根拠は次

の2点である｡ 第 1に,次節の熊寧 ･元豊 ･

元祐 ･相聖年間の三仏斉朝貢の-真義から明

らかなように,この間三仏斉の朝貢使に将軍,

郎将などの官位が4回与えられているが,元

祐五年を除いてすべて三仏斉注肇国の朝貢使

である｡何 らかの理由で三仏斉注挙国の朝貢

使にはつねに官位が与えられたのかもしれな

い｡第 2に,その使者の羅悉沙文,悉理沙文

という名前が天慶観碑文に見える思離沙文に

似ているので,チョーラ系と考えることがで

きる｡

細聖年商 (1094-1097)｡念のため元祐の次

の細聖年間についても見ておくと,宋史と文

献通考の三仏斉伝に｢細聖中再入貢｣とあり,

本紀には元年十月丙申と二年の入貢が記され

ている｡山堂考索は二年三月丁巳の入貢のみ

を記すが,宋会要輯稿は元年十二月二十八日

と二年三月二十三日に各々 ｢三仏斉遣使入
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貢｣と記している｡本紀の元年十月丙申は十

月二十八日なので,宋会要輯稿の十二月二十

八日に見くらべると,十二月丙申を十月丙中

と誤記 した可能性が考えられる｡ とすれば,

細聖年間の三仏斉朝貢は元年十二月と二年三

月の2回記録されていることになる｡

桑田はこの両者も同一の使者 と し,｢再入

貢｣は誤りとする｡その可能性はもちろん否

定できないけれども,とくに宋会要輯稿が両

者を明記しているので,元年十二月と二年三

月の2回朝貢があったと考えてもよいと思わ

れる｡三仏斉を単一の朝貢主体と考える立場

からはこの両者を同一の使者と見るのが当然

であろうが,本稿のように三仏斉を複数の朝

貢国の総称と見る立場に立てば,3カ月の間

に2回の朝貢があったことに不思議はない｡

この後三仏斉の朝貢は建炎二年 (1128)頃

まで記録されていない｡

5. 無寧 ･元豊 ･元祐年間の三仏斉の朝貢

- まとめ

以上から無寧･元豊･元祐･細聖年間 (1068-

1097)の三仏斉の朝貢として,無寧十年,元

豊二年 2回,五年 2回,七年,元祐三年 2回,

五年,紹聖元年,二年の11回を認めることが

できる｡この他,元祐六年の朝貢を否定しき

れないことは上に述べたとおりである｡ これ

らを-発表にすれば次のとおりである｡ ( )

は資料自体には記されていない,筆者の推定

に基づくものである｡また撒殿とあるのはそ

れが行われたことを示す｡

(力無寧十年 (1077) 三仏斉 (注肇国)

(推定の根拠 :天慶観碑文 ･宋史三仏斉

伝 ･宋史注肇伝｡撒殿)

王名 :地学伽嘱 保順慕化大将軍

使 :奇嘱曝 懐化将軍

副使 :南卑琶打 (保瀕郎将)

判官 :麻図草薙 保頒郎将

⑧元豊二年 (1079)七月 三仏斉唐卑国
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⑧ 同年 七 ･八月 (三仏斉江華国)

(推定の根拠 :天慶観碑文)

使 :群陀畢羅 寧遠将軍

判官 :陀勇亜里 保腰部将

④ 五年(1082)八月 三仏斉注挙国 撤

殿

⑥ 同年 十月 三仏斉唐卑国

｢国主及管勾国事国主之女｣

(む 七年(1084)九月 三仏斉

⑦元祐三年(1088)十二月 三仏斉(注輩国)

(推定の根拠 :撤殿｡地草加羅という名

前)

使 :皮禎 懐遠将軍

副使 :胡仙 帰徳郎将

判官 :地草加羅 保順郎将

⑧ 同年 閏十二月 三仏斉

⑨ 五年(1090)十二月 三仏斉(江華国)

(推定の根拠 :使者に官位｡羅悉沙文,

悉理沙文という名前)

使 :薩打華満 将軍

副使 :羅悉沙文 郎将

判官 :悉理沙文 郎将

⑩紹聖元年(1094)十二月 三仏斉

⑪ 二年(1095)三月 三仏斉

以上のうち①⑧⑦⑨を三仏斉注肇国の朝貢

とする推定が正 しいとすれば,元豊 ･元祐年

間の三仏斉注肇国の朝貢は⑧④⑦⑨,つまり

元豊二年,五年,元祐三年,五年にあったこ

とになる｡他方,第Ⅱ章漢籍資料の混乱の第

2点として示 したように,宋史三仏斉伝はま

さにこれらの年の三仏斉の朝貢を元豊二,三,

五,六年と誤っている｡このことから,宋史

三仏斉伝の年次の誤 りと三仏斉注挙国の朝貢

の間に関連があるという推定が得られる｡ 換

言すれば,詳しい経緯は不明であるが,三仏

斉注挙国という表現が宋史三仏斉伝の年次の

誤りをもたらしたと想像することができるの

である｡

lV 三仏斉其々国

1. ｢三仏斉其々国｣という表現- 桑田説

とウォルタース鋭

この節では三仏斉唐卑国,三仏斉注挙国と

いう表現を問題にする｡ 上記のリス トのうち

無寧十年 (1077)と元豊二年 (1079)の三仏

斉注挙国は資料に見える表現で はな く筆者

の推定であるが,元豊二年 (1079)と五年

(1082)の三仏斉唐卑国,同五年の三仏斉注

挙国は資料自体に見える｡ これが三仏斉と唐

卑国,三仏斉と注挙国でないことは資料から

明らかである｡ 従来この表現を詳しく論じた

のはやはり桑町,ウォルタースである｡ 桑田

は大食其々国という表現との類似 を取 り上

げ,ウォルタースは大理蒲甘国,裏腹羅斜国

という表現との類似を問題にしている｡

大食其々国という表現は,たとえば来会要

輯稿の大食伝では大食勿巡国 (勿巡はオマー

ン地方のソファルのベ ルシア名メゾェン),大

食余塵和地国 (余塵和地はバフレインの港ア

ル ･カティフ),大食麻曝抜国 (麻嘱技はハ ド

ラマウトの港ムルバット),大食層壇国 (層壇

はスルタンの音訳でセルジュク ･トルコの都

ライ)などがある 【桑田 1945a･.88]｡これ

らが大食の中の諸地方を指 していることは明

らかである｡桑田によれば,三仏斉倉卑国は

この大食其々国と同様に見ることはで きな

い｡なぜなら,大食某々国の入貢は結局某々

国の入貢であるのに対 して,三仏斉倉卑国の

入貢は,事実は唐早の入貢であるが,末はこ

れを三仏斉の入貢として扱っているからであ

る [桑田 1945a:88-89]｡しかしながら,筆

者は,後述の如 く,三仏斉其々国の入貢は結

局は其々国の入貢であることにもっとこだわ

るべきであると思う｡また桑田は上記の元豊

五年 (1082)の際に見たように三仏斉を冠す

る注葦国の朝貢の可能性を否定しているが,
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筆者はこれを重視するものである｡

ウォルタースの説は次のようなものである

【Wolters 1966:230-234]｡

① ウォルタースは大食其々国という表現に

全 く触れることな く,宋会要輯稿 (歴代朝貢)

の細興六年 (1136)の大理蒲甘国,同二十五

年の真膿尿斜国と同じ表現法とする｡すなわ

ち,中国は既知の国名 (大理,真膿)を冠す

ることによって未知の国 (蒲甘,産科)の地

理的位置を示 したのであって,三仏斉唐卑国

とは三仏斉の近 くにある唐卑国という意味で

あるとするのが氏の説である｡

この説には差 し当たり,次の批判が可能で

ある｡第 1に,大食其々国との比較が行われ

ていないことが納得できない｡また蒲甘国の

最初の朝貢は崇寧五年 (1106)であるから,

その30年後の朝責の際に大理蒲甘国という表

現が行われるのは奇妙である｡ さらに三仏斉

江華という表現は説明できない｡なぜなら,

三仏斉注筆という表現は,江華が既知の国で

ある1082年に行われている｡

(多元豊二年 (1079)の朝貢記事について氏

は,続資拾遺鑑長編の七月莫巳と八月丁巳の

条はこの唐串の使節とは別の三仏斉の使節に

ついて記 しているのであって,この三仏斉の

使節は天慶勧重修の告竣 (および天慶観碑文

の建立) と関連 して派遣されたものとする｡

従って,七月己巳の条の割 り注は,七月莫巳

と八月丁巳の条に見える賜物が三仏斉に与え

られた物であって (三仏斉の近 くに位 置す

る)倉早に与えられたのではないことを言っ

ていることになる｡筆者がこの税と同じ考え

であることは前章第 2節で述べたとおりであ

る｡

⑧氏によれば,従って, 1079年 には唐卑

(ジャンビ)と三仏斉 (シュリーグィジャヤ,

於パ レンバ ン)の二つの朝貢があり,シュリー

グィジャヤはジャンどの朝貢を妨げることが

できなかったということになる｡そして1080
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年にシュリーグィジャヤ王地華伽喝が死に,

1082年にジャンビのみが朝貢 しシュリーグィ

ジャヤが朝貢 していないのであるか ら,1079

年 と1082年の間に南スマ トラにおける覇権が

シュリーグィジャヤ (-パ レンバ ン)からジ

ャンビに移ったことになる｡

このウォルタースの説は三仏斉をシュリー

グィジャヤに同定する通説を前提 とす る限

り,もっともな結論である｡ しか し筆者は三

仏斉唐卑国と三仏斉注挙国の検討をとおして

この前提自体を否定 しようとす るもので あ

る｡

なお桑田が1079年には既に覇権がパ レンバ

ンか らジャンビに移っていたとし,ウォルタ

ースがそれを1079年と1082年の間とする違い

は,前者が1077年の朝貢を注華-チョ-ラの

朝貢として三仏斉の朝貢を否定 す るの に対

し,後者は1077年には注華-チョ-ラの他に

三仏斉 -シュリーグィジャヤも朝貢 していた

として1077年の三仏斉の朝貢を肯定するとい

う違いに由来する｡

ウォルタース説によれば,1082年以後の朝

貢については,中国側には自らに関わりがな

い限り ｢蛮族｣の内部事情に関心を寄せる理

由がな く,そのためこの唐卑を7世紀以来 シ

ュリーグィジャヤとして知っていた国,つま

り三仏斉として扱い続け,他方ジャンビ側に

もこの扱いにあえて異を唱える必要がなかっ

た｡かくしてこれ以後の三仏斉はジャンビで

あるということになる｡

桑田もウ ォルタースもこれ以後の三仏斉の

中心地をジャンビとしている｡ その根拠はこ

の時期の三仏斉唐早をめぐる解釈と,1225年

の請書志に列挙される三仏斉の属国の中に,

パ レンバンに当たる巴林鵜があるがジャンビ

に当たる名前がないことである｡

なおまたウォ ルタースは以上の説に基づい

て1082年以後の三仏斉の朝貢についても考察

を展開するが,本稿の中心的テーマとは直接
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関係がないのでここでは取り上げないことに

する｡5)

2. 大食其々国との比較- ｢諸国総名｣
さて,筆者は三仏斉倉卑国という表現につ

いて次の 3点を問題にすべきと考える｡ 第 1

に大食其々国という表現 との比較,第 2に,

桑田,ウォ ルタースが問題にしていない,元

豊五年 (1082)に朝貢 した国として三仏斉注

挙国という表現の存在｡ 第 3に,無 寧十 年

(1077)の朝貢はこの三仏斉注挙国の朝貢と

推定すべきことである｡第 2点の三仏斉注挙

国という表現が存在することは前章で,第 3

点の無寧十年の朝貢は第 Ⅲ章で扱 った｡この

節では大食其々国との比較を問題にする｡

大食の朝貢は唐の永徽二年(651)に始まり,

末代にも引き続き行われ,宋史大食伝の朝貢

年次を合計すると26回であるが,他の請書を

総合すると55回を越える｡ しかしこの中には

資料自体の明らかな誤 りも含まれており,栄

代の大食朝貢で年次の明らかな ものは開宝元

年 (968)から乾道四年 (1168)までの40回余

りと見るのが事実に近いようである [渡辺

1967]｡

このうち大食其々国 として,大 食 を冠 す

る表現が見 られるのは管見の限 り無 事五年

(1072)から元祐四年 (1089)までの20年た

5)氏のその際の立説の根拠たるべき資料の理解は
不十分である｡たとえば氏は12世紀の三仏斉の
朝貢を1157,1178年の2回とするが,この他に
少なくとも1126,1138,1146,1171年について
検討する必要がある【桑田 1945a:94-971｡氏
はまた宋史三仏斉伝の元豊の条の ｢三年｣が実

は五年,｢五年｣が実は元祐三年であることは
指摘するが,｢六年｣は実は1082年以後としか
言えないとする｡しかし,この ｢六年｣が実は
元祐五年(1090)と見るべきことは既に述べたと
おりである｡さらに氏はこの元祐五年の朝貢使
薩打撃満が `̀GreatGeneral"(大将軍)になっ
たとするが,資料には ｢将軍｣とあり,加えて
｢将軍｣が与えられたのはこの1090年の他,
1079年と1088年がある｡

らずの時期に限られている｡ その他の時期に

は単に大食,または単に其々国 (たとえば勿

巡国,層壇国) として現れる｡ いま無寧五年

(1072)から元祐四年 (1089)の時期の大食

の朝貢を挙げると次のとおりである｡なお煩

雑を避けるために典拠は宋会要輯稿の大食伝

と歴代朝貢のみに限ることにする｡

無寧五年 (1072) 大食勿巡国

(大食伝,歴代朝貢)

六年 (1073) 大食陶婆離慈

(大食伝｡歴代朝貢では大食施婆離国)

同年 大食余塵和地国

(大食伝)

元豊四年 (1081) 大食層壇国

(大食伝,歴代朝貢)

六年 (1083) 層壇国

(歴代朝貢)

七年 (1084) 大食

(大食伝｡歴代朝貢は大食国)

八年 (1085) 大食国

(歴代朝貢)

元祐三年 (1088) 大食麻嘱抜国

(歴代朝貢)

四年 (1089) 大食麻曝抜国

(大食伝,歴代朝貢)

大食勿巡国,大食晦婆離慈国,大食余塵和

地国,大食層壇国,大食麻喝抜国は大食の中

の諸国であり,大食は諸国の総称である｡無

寧 ･元豊 ･元祐年間にのみ大食其々国という

表現があり,三仏斉についても同 じ時期に三

仏斉其々国という表現が見 られるのである｡

またこの時期にも単なる三仏斉 という表現が

あるのも単なる大食があるのと同様である｡

この時期に限ってこの表現が行われた理由は

不明であるが,6'それはともか く, この事実

6)これが中国側の事情によるか,大食,三仏斉側
の事情に由来するのか不明であるが,ここでは
これに関係があるかもしれない二つの事実を指
摘しておきたい｡
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から三仏斉は大食と同じく総称であるという

示唆が得 られ る｡ これは従来の諸説が想定し

なかった観点である｡

3. 総称としての大食,三仏斉

大食が総称であることは嶺外代答巻 3大食

諸国伝の冒頭に ｢大食者諸国総名,有国千余

所,知名者特数国耳｣とあり,中国資料自体

に明記されている｡これに対 し,三仏斉の場

合には三仏斉が総称であることを示す記述は

存在 しない｡ところが,大食の場合にしても,

管見の限りでは,大食が総称であることを明

記 しているのは上記の嶺外代答のみである｡

大食が総称であるという認識は中国資料の

世界においても実は必ず しも一般的ではなか

ったと思われる｡ たとえば大食其々国の初出

である熊寧五年の大食勿巡国の朝責 につ い

て,続賢治通鑑長編巻 234の無事五年六月己

巳の条に次のように記されている｡

大食勿巡国使辛押陀羅進助修広州城銭糧,

竹乞統察蕃長司.詔勿受其状,令広州相度

所乞以聞｡(割 り注 :是年月勿巡国入貢,大

食国不与蔦,辛押陀羅乃勿巡使者｡不知何

故欲称大食勿巡,会要子大食国亦戴此,時

政記同｡当考｡)

この注は大食其々国 (ここでは勿巡国)と
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＼ 第 1に,この直前の時期の1030年代から1060
年代の約40年間三仏斉の朝貢が皆無であり (た
だし天慶観碑文によれば1060年代に三仏斉と広
州の間の往来は行われている),大食の朝貢も
この間至和二年 (1055),嘉祐元年 (1056),同
五年 (1060)のわずか3回であって,前後の時
期に比べて異常に少ないと言える｡このように
朝貢のない時期,異常に少ない時期の直後に三
仏斉其 国々,大食其 国々という表現が見られる
のは偶然ではないかもしれない｡
第 2に,熊寧から元豊年間にかけて中国は交

虻と戦争を行なっており,占城と其膿に対して
対交乱戦-の参戦を求めている (宋会要輯稿占
城伝の無事九年条など)｡ 裏腹までを視野に入
れたこの中国の横棒的な南方外交が,大食其々
国,三仏斉其々国という表現と関わりがあるの
かもしれない｡

いう表現に疑問を表明 し,それが解決されな

かったので ｢当考｣としている｡これは大食

が総称であるという認識が欠如 していたから

生 じた廃問と言えよう｡

宋史大食伝はこの無寧五年の朝貢を ｢無事

中其使辛押階羅云々｣として大食の朝貢使と

して扱い,翌熊寧六年 (1073)の条で陀婆離

慈の朝貢について記 した後に,

其国部属各異名,故有勿巡,有枢婆離,育

余鹿和地 ,有麻嘱故等国,然皆冠以大食｡

と述べている｡宋史大食伝の編者はここまで

叙述を進めてきて,大食其々国という表現に

出会い,このような注釈を述べたのであろう｡

この注釈は上の続資治通鑑長編の ｢当考｣に

対する回答になっていると言えよう｡

大食が総称であることを明記 している資料

は意外に少なく,大食の場合にも実際には複

数の大食其々国が記されていて初めて大食が

総称であることがわかるのであって,総称で

あることが無前提に明らかなわけではないの

である｡ 宋史列伝は大食伝とは別に層塩国の

伝を立て,そして大食伝は,上に掲げた部分

を除桝 ま,あたかも大食が一国であるかの如

き記述をしている｡ このように見てくれば,

三仏斉が一見一国の如く扱われていて,これ

を総称と明記する資料がないとしても,11世

紀後半の大食其々国という表現が見られるの

とまさに同じ時期に三仏斉唐卑国,三仏斉注

輩国という表現が見 られるのであるから,三

仏斉を総称と見,唐卑国や注輩国をその中の

国と見ることができよう｡ ただ三仏斉注挙国

の場合には,南インドの注肇本国とは別に東

南アジアに江華が存在 したという特殊な事情

が,中国資料の編者に,また後世の学者に混

乱をもたらしたのである｡

大食が総称であれば,単に大食の朝貢と記

されているものも実際には大食其々国の朝貢

である｡従って,大食 ･中国間の往復に2年

を要するにもかかわらず,連年の朝貢 (たと
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えば開宝六～九年 973-976)や 1年に2回の

朝貢があっても (たとえば成平二年999,景徳

元年1004),不思議ではない｡

三仏斉の場合も同様であって,既に示 した

ように元豊二年 (1079),五年 (1082),元祐

三年 (1088)に2回の朝貢があり,また次の

表の如 く建隆元年から三年 (960-962)の間に

5回の朝貢が記録されている｡

(D建隆元年 (960)九月

王名 悉利胡大震里檀

使節名 李遮帝

① 二年 (961) 夏 (五月)

王名 記載な し

使節名 蒲蔑

⑧ 同年 冬 (十一月)

王名 室利烏耶

使節名 茶野伽,嘉末托

(彰 同年

｢其国号生留,王李犀林男迷 日来,

亦遣使同至亘万物｣

⑤ 三年 (962) 春 (三月)

王名 室利烏耶

使節名 李麗林,李鵡末,托托

壁

この リス トの④には ｢其国号生留｣(宋史

三仏斉伝｡文献通考三仏斉伝では ｢其国別号

先留｣)とある｡これは熊寧 ･元豊 ･元祐年間

であれば三仏斉生留国 (三仏斉先留国) と書

かれたと考えてよいであろう｡

また時代が下 るが,明史三 仏斉 伝 も同様

の事態を示 している｡ すなわち, 洪武 三 年

(1370)に馬喰刺札八刺 ト,六年に但麻沙那阿

者,七年 と八年に麻那喰宝林邦,八年に僧伽

烈宇蘭が各々三仏斉王として朝貢 している｡

六年の条には ｢時其国有三王｣と記されてい

る｡ しか し実は洪武 三 年 (1370)か ら八 年

(1375)の問に4人の三仏斉王が朝貢 してい

るのである｡ そして十年には但麻沙那阿者を

継いだ麻那老生里が朝貢 している.7'

Ⅴ 三仏斉 -ザーバジュをめぐる諸問題

1. 三仏斉 -ザーバジュの同定

三仏斉が単一の国家ではなく,複数の国家

に冠せ られる総称であるとすれば,従来三仏

斉-シュ1)-ヴィジャヤとして再構成されて

きたこの地域の歴史は全面的に再検討 し直す

ことが必要になる｡特に三仏斉関係の資料を

全面的に読み直さなければならない｡これは

あまりに広範囲にわたる課題であるので,本

稿では差 し当たり三仏斉 とアラブ資料のザ-

バジュとの同定と三仏斉 -ザ-バジュの範囲

について検討 し,合わせて11世紀の三仏斉 と

チ ョ-ラの関係について整理 し直すにとどめ

たい｡

通説ではアラブ資料のザ-バジュ,サルバ

ザ,マハラジャ (Maharaja)の支配する島々,

中国資料の室利仏逝 (唐代),三仏斉 (末代一明

代)はすべて現地東南アジアとインドの刻文

に見えるシュリーグィジャヤに同定される｡

この通説に対 して,よく知 られ て い る とお

りマジュムダルの異説がある [Majumdar

1937:204-227]｡ マジュムダルのこの点での

結論は- シャイレーンドラ (Sailendra)王

7)厳密に言えば,複数の朝責主休の存在自体は必
ずしも位置を異にする複数の朝責主体の存在を
意味しない｡たとえば,歴代宝案に見える1430
年代と1440年代の琉球とパレンバンの間の9通
の往復書簡には ｢三仏斉国旧港｣,｢三仏斉国宝
林邦｣,｢三仏斉旧港宝林邦｣という3種の地名
ないし国名がみえ,少な くとも ｢本日娘｣と
｢大娘仔｣という二人の外交主体が存在するが,
その地は同じパレンバンである【小葉田 1968:
455-5021｡ しかし, 三仏斉注葦国の注挙国は
ケダー,三仏斉虐卑国の唐卑はジャンビと考え
ることができる｡

また,朝貢主休の問題では,大食や三仏斉の

朝貢者は資料には ｢舶主｣,｢蕃客｣,｢国人｣な
どと記されることが多く,朝貢者必ずしも現地
の国王と見なしえないという問題もあるが,こ
れは本稿とは別に扱うべき問題である｡
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家の起源,ジャーヴァカ (J昆vaka)との同定

等々の問題は別にして- 次のようにまとめ

ることができる｡氏は,

(五重利仏逝 -シュリーグィジャヤ-サルバ

ザ (-パレンバン)0

@三仏斉-ザ-バジュ-マハラジャの島々

という二つの同定を行い,この①と②は別の

ものと見る｡そ して,この⑧を,

(参干陀利-カダーラムニケダー

と同定する｡ 三仏斉総称説 の立場 か らは,

@ -⑧の同定には直ちに同調できないけれど

ち,①と⑧を同定しない説には賛成できる｡

室利仏逝 -三仏斉という同定は後世の学者

の説であって,中国資料自体には全 く示され

ていない｡とりわけ明史三仏斉伝では,

三仏斉古名干陀利,劉宋孝武帝時常遣使奉

責,梁武帝時数至,宋名三仏斉,修貢不絶｡

とされ,室利仏逝-三仏斉の同定をむしろ否

定 している｡

室利仏逆と三仏斉 とが時代を異にし,ほぼ

同じ地域に存在 した大国であるとしても,こ

のことは室利仏逝-シュリーグィジャヤを三

仏斉 と同定する確実な根拠とは言えないであ

ろう｡ 我々は三仏斉は総称であるという結論

に至ったのであるから,なおさらである｡

アラブ資料のザ-バジュ,サルバず,富強

な支配者マ-ラジャの関係については,東南

アジア関係のアラブ資料を再検討 したティベ

ッツによれば[Tibbetts 1979:100-118】,こ

の地域に威勢を張 るマハラジャは常にサルバ

ザではなくザ-バジュと結びつ いて述 べ ら

れ,サルバザはその下風に立つ,あるいはそ

れに含まれる国ないし島である｡ とりわけ10

世紀初めのアブ一･ザイドの 『シナ･インド物

語』第 2巻は,ザ-バジュのマ-ラジャの威

令がサルバず,ラームニー (Ramni,諸蕃志

の藍無里,スマ トラ北端 部),カラフ (ケダ

ー)に及んでおり,その居住地はこの3つの

島以外であることを明記 している [アブ一 ･
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ザイ ド 1976:46-47]｡ こうしたアラブ資料

を誤りとして否定し去 るのでない限り,総称

としての三仏斉の中にケダー (地華伽噂の三

仏斉注挙国),ジャンビ (三仏斉唐卑国),普

たパ レンバン (請書志の巴林蒔,歴代宝案の

三仏斉旧港など)等々があるという構成と,

ザ-バジュの中にサルバザ等々があるという

構成は相対応するものと言える｡また三仏斉

の原音をアラブ資料に求める時,サルバザよ

りもザ-バジュの方が適切ではあるまいか｡

すなわち,筆者はマジュムダルの説(丑,(勤

と同じく三仏斉をザ-バジュに同定 し,さら

にこの三仏斉 -ザーバジュを総称として理解

すべきと考える｡

2. 三仏斉 -ザ-バジュの範囲

次に三仏斉 -ザ-バジュの範囲について考

えてみよう｡手掛かりは差 し当たり三つある｡

諸蕃志の三仏斉伝に列挙されるその属国,メ

ンジョール刻文,アラブ資料である｡

(9請書志｡諸蕃志の三仏斉伝にはその属国

として14ないし15が列挙され,その一部には

独立の伝がある｡位置を比定できないものも

あり,また通常セイロンに同定される細蘭を

どう理解すべきか問題があるが,概ね通説に

従 って以下の如 く比定しておいて大過ないで

あろう｡8)

(1)蓬豊 (パハ ン)

(2)登牙債 (トレンガヌ)

(3)凌牙斯加 (バクニ)

(4)吉蘭丹 (クランタン)

(5)仏羅安 (バ ックルン)

(6)日羅亭 (不詳,マレー半島中部)

(7)潜蓬 (不詳,マレー半島中部｡あるいは次

の抜沓と合わせて清適抜沓で一つか)

8)概ね 【Coedとs1968.･183-184;Krom 1931:
307-3081に同じ｡ なお位置比定の諸説と筆者

の考えは 『諸事志訳注』(仮題,関西大学出版広
報部より刊行予定)を参照されたい｡
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(8)抜沓 (不詳,マ レー半島中部｡上記参照)

(9)単馬令 (ナコンシータマラー ト)

80)加羅希 (チャイヤ)

(ll)巴林鴻 (パ レンバ ン)

(1分新抱 (スンダ)

(13)監箆 (カンペイ,スマ トラ北 東 部 アル ー

湾)

(14)藍無里 (スマ トラ北端部)

qEa細蘭 (セイロン? スマ トラにおけるセイ

ロン人 コミュニティ?)

(勤タンジョール刻文.チ ョ-ラの所謂タン

ジョール刻文 (1030)には1025年のマ ラッカ

海峡方面への遠征が記され,征服 した地 とし

てカダーラム,シュリーグィジャヤを含めて

13の地名が挙がっている｡これ らは直接三仏

斉 -ザ-バ ジュの範囲を示す もので はな い

が,参考にはなるであろう｡位置比定につい

て異説のある場合もあるが通説は概ね下記の

如 くである [CoedとS 1968:142-143;Krom

1931:250】｡

(1)カダーラム (ケダー)

(2)シュリーグィジャヤ (パ レンバ ン,諸蕃志

の(ll)巴林漏)

(3)パンナイ (Pappai,パナィ,スマ トラ北部)

(4)マライユール (Malaiytir,ジャンビ)

(5)マ-イルディンガム (Mayirudinggam,不

詳,諸蕃志の(6)日羅亭)

(6)イランガ-ショーガム (Ilangg鮎ogam,ラ

ンカスカ,諸蕃志の(3)凌牙斯加)

(7)マ-パ ッパーラム (M年ppapp昆!am,下 ビル

マの港｡パハ ン-諸蕃志の(1)蓬豊説あり)

(8)メ-ヴィリンバ ンガム (Mevilimbanggam,

不詳｡パ レンバ ン説あり)

(9)ヴァライパ ンドゥ-ル (Va!aippandtiru,不
詳｡パーンドゥランガ説あり)

80)タライタッコーラム (Talaittakkolam,マ レ

ー半島北部のタコーラ)

(ll)マ-ダマ-I)ンガム (M昆damalinggam,ナ

コンシータマラー ト,請書志の(9)単馬令.

マ レー半島中部バ ンドン湾あたりとする説

あり)

(1g)イラーム リデーシャム (Il昆muride孟am,ス

マ トラ北端部,請書志の(14)藍無里)

03)マ-ナッカヴァ-ラム (M昆pakkavaram,

ニコパル諸島)

特に(9)ヴァライパ ンドゥ-ルをチャンバーに

求めるのは疑問であるが,殆どはやはりマ レ

ー半島とスマ トラ東海岸に求め られる｡

請書志 と比較すると,西部ジャワとパハ ン

などマ レー半島南部が見えず,逆にマ レー半

島北部の(7)マ-パ ッパーラム,qO)タライタッ

コーラム,そしてニコパル諸島-q窃マ-ナッ

カヴァ-ラムが見えるというずれがある｡

⑨アラブ資料｡ ティベ ッツによれば [Tib-

betts 1979:103】,時期を異にする様々なア

ラブ資料でマ- ラジャの帝国に含まれると明

記されている地名は九つある｡このうちアン

ジャーバ (Anj昆ba)とサンカイ (Sankhai)は

資料 自体の誤 りによってザ-バジュに結び付

けられた ものなので除外すべ きで あ り, ま

たバルク-イル (Barはyil) と ワークワーク

(Waqwaq)は位置比定が困難である｡ そこで

比較的確実なものとして次の五つが残 る｡

(1)カラフ (ケダー,タンジョール刻文の(1)カ

ダーラム)

(2)ス リブザ (パ レンバ ン,タンジョール刻文

の(2)シュリーヴィジャヤ,請書志の(ll)巴林

鴻)

(3)ラームニー (スマ トラ北端部,諸蕃志の(14)

藍無里)

(4)カークラ (Qaqulla,テナセ リム地方｡タン

ジョール刻文のqO)タライタッコーラム?)

(5)ハ ラン (Har礼ng?)

(1)～ (4)は通説に従 って上記のように位置を比

定 しておこう｡(5)の- ランはティベ ッツに従

って 【Tibbetts 1979:146-147]マ ラッカ海

峡の南端部としてお く｡とすると,諸蕃志,

タ ンジョール刻文 との著 しい共通性が認めら
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れる｡

以上が三仏斉 -ザ-バジュの凡その範囲で

あるとすれば,それはマラッカ海峡両岸とマ

レー半島中部,そしてこれらの周辺のかなり

広範な地域- スマ トラでは北端部から少な

くともパ レンバ ンまで,さらには西部ジャワ

まで,マ レー半島ではテナセリムから南端部

まで- ということになる｡

この広範な地域のある1カ所が,何世紀に

もわたってその全体の政治的統合の中心であ

り続けたと考える必要はないであろう｡ また

全体を統一する権力が存在 し続けたと考える

必要もないであろう｡ あるいは時々に統一権

力が出現 したかもしれないが,その中心地と

その勢力範囲の広さは各々異なっていたかも

しれない｡たとえば諸蕃志は三仏斉国の伝で

監箆を属国に数えているが,別に監箆の伝を

設け,｢旧属三仏斉,後因戦争,遂自立為王｣

と記 しているのは,ある時期の三仏斉の中心

勢力 (通説の如くジャンビとするにせよ,他

所にあったとするにせよ)の威信の後退局面

の一例 と言えよう｡ また監箆が政治的にはそ

の時期の三仏斉の中心勢力から独立 している

にもかかわらず,三仏斉の属国に数えられて

いるのは,監箆が地域としては三仏斉地域に

属するからと考えることができよう｡

諸蕃志ではまた監箆国の他に単馬令国,凌

牙斯加国,仏嘱安国,新推国が三仏斉国の伝

で属国として列挙されると同時に専条が設け

られているのか注目される｡ これら4国もあ

るいは地理的には三仏斉に属 しても,政治的

にはその中心勢力から独立 していた (ないし

は独立する動きを見せていた)と考えること

ができるかもしれない｡このうち単馬令国の

条には ｢本国以所得金銀器,糾集日羅事等国

類衆,献入三仏斉国｣とあって,単馬令がや

はり三仏斉国に服従 していることが記されて

いるけれども,島夷雑誌によれば単馬令は慶

元二年 (1196)に中国に朝貢 している [和田
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1954:49】｡特に興味深いのは三仏斉の最後の

朝貢記録は淳無五年 (1178)であり,その約

20年後の慶元二年 (1196)に単烏合が朝貢 し

ていることである｡この朝貢にもかかわらず,

そのさらに約30年後の1225年に成立する諸事

志で,単馬令がやはり三仏斉の属国として扱

われていることをどう解釈するか問題である

けれども,いずれにせよ,この朝貢は無寧 ･

元豊 ･元祐年間であれば ｢三仏斉単馬令国｣
の朝貢と記されたと考えられる｡ あるいはこ

の朝貢は三仏斉其々国の朝貢を単に其々国の

朝貢として記 したものと見る こと もで きよ

う｡ その意味では,この単馬令の朝貢記録は

三仏斉総称艶を補強するものと言えよう｡ な

お周知の如 く13世紀の単馬令は次節末尾で触

れるジャーヴァカと関わりがあるが,この間

題は別稿で扱 うこととしたい｡

3. 11世紀の資料におけるシュリーグィジャ

ヤ

三仏斉がシュリーグィジャヤに結び付けら

れる原因の一つは,シュリーグィジャヤの名

を記す資料が7-8世紀の碑文の他に,11世

紀にも存在することである｡それは長 く知ら

れているとおり,刻文では既述の1025年のチ

ョ-ラの遠征を記す所謂タンジョール刻文と

1005年のいわゆる大 レイデン刻文の2点であ

る｡ また1090年頃のいわゆる小 レイデン刻文

には大 レイデン刻文と同じ仏寺が見 られるの

で,小 レイデン刻文にも間接的にシュリーグ

ィジャヤが記されていると考えられる｡シュ

リーグィジャヤの名は,さらに10世紀末頃な

いし11世紀初め頃のネパールの仏教関係の文

書にも見える｡

このような資料 か ら7-8世紀のシュリー

グィジャヤ-室利仏逝の存在と11世紀におけ

るシュリーヴィジャヤの存在 は疑 いえ ない

が,このことから直ちに後者を三仏斉と同定

する必要はなく,筆者はこれを三仏斉-ザ-
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バジュを構成する諸国の一つと考える｡

大 レイデン刻文はタ ミール語の部分とサン

スクリットの部分 とからなるが,タ ミール語

の部分では,ラージャラージャー世がその治

世の第21年-1005年 に, カダーラムの王 で

あ るチュ-ラーマニヴァルマ ン (C叫昆maDi･

varman)が建立 した仏寺チュ-ラーマニヴァ

ルマ ･ヴィハ-ラ (Cti!見mapivarma-vihara)

の保持のために 1村の収入を寄進 したとされ

る｡サンスクリット部分では,ラージャラー

ジャー世がその治世の第21年-1005年に,シ

ュリー ･マ-ラヴィジャヨットゥンガヴァル
∫

マン (SriMaravijayottunggavarman) がそ

の父チュ-ラーマニヴァルマンのためにナ-

ギーバ ッタナ (N昆gipattana,ネガバクム)に

建立 した仏寺チュ-ダーマニヴァルマ ･ヴィ

--ラ(C叫 毘mapivarma-vihara)に 1村を寄

進 したとされ,さらにマーラヴィジャヨット

ゥンガヴァルマンがシャイレーンドラ王家の
∫

出自で,シュリー ･ヴィシャヤ (SriVi!aya)

の王であり,カタ--(-カダーラム)の主権

を及ぼ したとされている [Majumdar 1937:

168]｡

シュリー ･マ-ラヴィジャヨットゥンガヴ

ァルマ ンは大中祥符元年 (1008)に朝貢 した

三仏斉王思離麻曝皮,その父 (シュリー ･)

チュ-ラーマニヴァルマンは成平六年(1003)

に朝貢 した三仏斉王思離朱嘱無尼仏麻調華に

あたる｡ これは南インドの資料と中国の資料

が東南アジアに関 して見事に対応 している数

少ない例であるが,チ ョ-ラの刻文において

三仏斉王はシュリーグィジャヤではな くカダ

ーラム-カタ-ハ (ニケ ダー)の王とされて

いる｡当時の三仏斉地域の政治的中心､はケダ

ーにあり,その支配がシュリーグィジャヤに

及んでいたと考えるべきであろう｡

この大 レイデン刻文は,通艶の言 うとおり,

三仏斉 とチ ョ-ラの間に良好な関係が樹立さ

れたことを意味すると考えられる｡ しかしラ

-ジャラージャー世を継いだラージェーンド

ラ ･チョ-ラ王のいくつかの刻文にカタ--

征服が述べ られており 【Majumdar 1937:

1701172],1018年頃にチョーラのカタ--逮

征があったと考え られ,とすると,良好な関

係は崩壊 したことになる｡

同王の1025年の遠征を記すタンジョール刻

文では,まずカダーラムの王サンダラーマ ･

ヴィジャヨットゥンガヴァルマ ン (Sanggra-

ma-vijayottunggavarman)を捕えたことが記

され,ついで,シュリーグィジャヤ以下の地

が征服されたことを述べている｡ ここでも三

仏斉の政治的中心地はケダーであり,シュリ

ーグィジャヤ以下の地はその支配下にあった

という想定が得 られる｡

ヴィ-ララージェーンドラ王の1068年頃の

カグーラム遠征については第 Ⅲ章第 6節で述

べた｡

チ ョ-ラ王クロー トゥンガの第20年(1089-

90)の小 レイデン刻文は同王 が, キダ ー ラ

の王の要請により,シャイレーンドラ ･チュ

ーダーマニヴァルマ ･ヴィ--ラつまり大 レ

イデン刻文に記される仏寺に与 え られ た村

の税を免除することを述べる [Majumdar

1937:1821｡キダーラはカダーラムのことで

ある｡この刻文はチ ョ-ラと三仏斉の良好な

関係が回復されたことを示 していると考えら

れるが,とすれば,三仏斉の中心地はここで

もシュリーグィジャヤではなくケダーであっ

たことになる｡

このように見て くれば,三仏斉をチョ-ラ

の刻文に見えるシェリーヴィジャヤに同定す

る必要はなく,シュリーグィジャヤは三仏斉

の中の一国と見ることができる.

中国資料が三仏斉,アラブ資料がザーバジ

ュという総称でこの地域を捉 え たの に対 し

て,チ ョ-ラの資料はその中の個々の地名で

捉えていたと考えられよう｡南インドの資料

に見えるジャーヴァカ (サンスクリット,パ
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′
-I)語),シャーヴァカ (Savaka,タミール語)

は通常ザ-バジュに同定される｡これに従え

ば三仏斉 -ザ-バジュ-ジャーヴァカ (シャ

ーヴァカ)ということになるが,南インドの資

料もやはり総称を以てこの地域を呼ぶことも

あったと言えよう｡ しかしジャーヴァカ (シ

ヤーヴァカ)が見えるのは13世紀のことであ

り,またその場合にこれが総称であるかどう

か更に検討する必要があると思われるので,

別の機会に扱うこととしたい｡

4. 11世紀の三仏斉- チョ-ラとの関係を

中心に- まとめ

以上を踏まえて11世紀の三仏斉 とチョ-ラ

の関係は以下のようにまとめることができよ

う｡

1005年,三仏斉 とチョ-ラの間に良好な関

係が存在 した (樹立された)｡当時の三仏斉の

中心勢力はシャイレーンドラ王家のケダーで

あったと考えられる｡11世紀前半の三仏斉の

中国への朝貢は成平六年 (1003),大中祥符元

午 (1008)に続いて,天頑元年 (1017),天聖

六年 (1028)が記録されている｡三仏斉とチ

ョ-ラの良好な関係は長続きせず,1015年の

江華の最初の中国-の朝貢の後,1018年頃チ

冒-ラのカダーラム遠征が行われた｡ついで

1020年に江華の2回目の中国-の朝貢があっ

た｡さらに1025年の大遠征によって,1060年

代から1080年にかけての地学伽噂に代表され

る,三仏斉地域におけるチョ-ラの勢力が樹

立され,その拠点はケダーにあったと考えら

れる｡

通説ではこの大遠征にもかかわらずチョ-

ラは三仏斉を支配 しなかったと,つまりこの

遠征は単なる略奪遠征であったと理解されて

いるが,これは,天聖六年 (1028)に三仏斉

の朝貢が記録されているので,三仏斉は独立

を全 うしたと考えるからである｡｢三仏斉-シ

ュリーグィジャヤ,江華-チョ-ラ｣という
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通説の枠組みからは当然の結論である｡ しか

し,三仏斉総称説の立場に立つと,この年の

三仏斉王室利畳華による朝貢は,① 3年前に

チ ョ-ラに放れた旧勢力,⑧三仏斉注肇国つ

まり三仏斉地域のチョ-ラ勢力,◎三仏斉地

域の,我々には未知の,第 3勢力による朝貢

という三つの可能性が考えられ,仮に⑧でな

いとしても,①であると考えなければならな

い必然性はない｡なお室利畳華はこの年の朝

貢以外には見 られない名前である｡ただ,読

資治通鑑長編巻 106および宋史と文献通考の

三仏斉伝のこの天聖六年の朝貢 記事 に,｢旧

刺,遠国使入貢,腸以間金塗銀幕,時特以津

金帯賜之｣とあって,いかなる事情によるも

のか不明であるが,この朝貢が特別視されて

いることが窺える｡

5年後の1033年に注撃の3回目の朝貢があ

る｡ 無事十年(1077)の注華の朝貢は実は三仏

斉注肇国の朝貢であるので,チョーラ本国の

朝貢はこの1033年が最後ということになる｡

この1033年の注華本国の朝貢の後約30年間の

資料の沈黙を経て,天慶観碑文と広州志に,

治平年間 (1064-1067)の地華伽噂による使者

至嘱喝の広州派遣が出てくる｡至嘱喝は破壊

される前の天慶観を見ているはずで あ るか

ら,これが破壊される皇祐四年 (1052)以前

に広州に来たことがあるはずである｡ それが

何年のことかほわからない｡治平四年(1067)

に天慶観の重修が始まる｡1068年頃 (あるい

は1070年 ?)ケダーの地華伽喝は何 らかの危

機に見舞われ,チョ-ラ本国の軍事的援助に

よって初めてこれを克服することができた｡

この危機にもかかわらず,地華伽噂の使者の

広州往来は行われている｡無寧十年 (1077)

地華伽噂は朝貢の際に保順慕化大将軍を与え

られ,元豊二年 (1079)天慶観の重修は完成

し,その機会に地華伽噂の朝貢があり,天慶

観碑文 が立て られ,翌年地華伽喝は死亡す

る｡
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この元豊二年 (1079)と五年 (1082)には

三仏斉倉卑国の朝貢があった｡1025年以来の

チョ-ラの三仏斉支配力に陰 りが見え,ジャ

ンどの台頭を抑えられなかったのであろう｡

その背景には1070年頃チョーラがセイロンを

失い,チョ-ラのベンガル湾支酉己力の弱体化

があったと考えられ,これがひいては本国か

らの軍事的援助を必要としたケダーにおける

三仏斉注肇の勢力の衰退をもたらしたのであ

ろう｡ しかし元祐三年 (1088)十二月と同五

年 (1090)十二月三仏斉注挙国の朝貢があっ

たと考えられるので,ジャンビがチョ-ラ勢

力に代わって直ちに三仏斉地域の覇権を握っ

たとは考えられない｡またそもそもこの時期

以後の三仏斉の朝貢が倉卑の朝貢であったと

いう資料的裏付けはないと言うべきである｡

1077年から1095年の20年弱の間に10回以上

の三仏斉の朝貢があった｡ これは10世紀後半

の宋朝成立直後の30年間に匹敵する頻度であ

り,他の時期に比べてはるかに多い｡1025年

以来半世紀余にわたって三仏斉の中心的勢力

であったケダーのチョーラ勢力がようやく弱

体化 し始め,ジャンどの勢力が台頭するとい

う再編成の時期に,おそらくケダー,ジャン

ビ以外の勢力も参加 して,交易支配権の獲得

を目指 して,中国との国家的関係による権威

の獲得を争ったのであろう｡

小 レイデン刻文が 1089-1090年に三仏斉と

チョ-ラの間に良好な関係が再建されたこと

を示 しているので,ケダーにシャイレーンド

ラ王家が復活 したと考えることができよう｡

しかしこのケダー と三仏斉唐卑 (-ジャン

ビ) との関係は不明である｡

ところが,元祐三年 (1088)十二月と同五

年 (1090)十二月の朝貢が三仏斉注挙国のも

のであったとすれば,まさに三仏斉とチョ-

ラの良好な関係が再建される時期に,三仏斉

地域のチョ-ラ勢力が中国に朝貢 しているこ

とになり,小 レイデン刻文から推測すべき事

態は叙上の如 く単純ではなかったのかもしれ

ないが,今その詳細はわからない｡

ⅤⅠ おわりに

三仏斉は複数の朝貢国の総称と考えるべき

である｡そしてシュリーグィジャヤではなく,

アラブ資料のザ-バジュと同定すべ きで あ

る｡その根拠は次のようにまとめられる｡

(∋三仏斉唐卑国および三仏斉注筆国という

表現が資料に存在 し,それは大食其々国とい

う表現が存在するのと同じ照寧 ･元豊 ･元祐

年間に限られている｡したがって,大食と同

様 ｢諸国総名｣と考えられる｡大食の場合に

比較的容易に ｢諸国総名｣という認識が生 じ

たのに対 し,三仏斉の場合に ｢諸国総名｣と

いう認識が生 じなかったのは,具体例が上記

の二つ しかなく,かつ三仏斉江華国の場合は,

インドの注肇 (本国)とは別に- その出先

勢力として- 東南アジアの注肇が存在する

という特殊な状況ゆえであった｡

⑧三仏斉を総称と考えることによって,つ

まり三仏斉唐卑国,三仏斉注賛国を総称三仏

斉の中の唐卑国,注挙国と考えることによっ

て,資料の混乱の糸を解きほぐすことができ,

またチョーラ資料と中国資料とが整合性を持

つことができる｡ その資料の混乱には,無事

･元豊 ･元祐年間のもの,｢注華役属三仏斉｣

という認識,建隆年間における2年半の間に

5回の朝貢が行われていること,その一つが

三仏斉とは別に生留 (先宵)と号 しているこ

と,また明初における複数の三仏斉の朝貢等

々がある｡

(参三仏斉が複数の国々の総称であるという

構造は,アラブ資料におけるザ-バジュが複

数の国々- その一つがスリブザ-シュリー

グィジャヤ- の総称であるという構造に対

応 しており,従って,三仏斉はシュリーグィ

ジャヤではなくザ-バジュに同定すべきであ
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る｡

三仏斉 -ザ-バジュの範囲,および11世紀

における三仏斉 とチョ-ラの関係については

第 V章で述べたように考える こ とがで きよ

う ｡

以上を以て三仏斉の再検討が終わったわけ

ではなく,むしろ今後検討すべき多 くの課題

が生 じた｡そのようなものとして,少な くと

も次のことがらが考え られる｡

①三仏斉が ｢諸国総名｣であれば,単に三

仏斉の朝貢とされているものは,実は三仏斉

其々国の朝貢である｡ 無事 ･元豊 ･元祐年間

の記録に三仏斉唐卑国,三仏斉注華国という

表現が見 られる場合にはそれ が各々 ジ ャン

ビ,ケダーと考えることができるが,その他

の場合には,現在のところ,位置を特定する

ことがで きない｡ましてパ レンバンであった

とか,ジャンビであったとか言 うことはで き

ない｡すべての資料を再検討 しなければなら

ない｡たとえば諸事志における三仏斉の位置

をジャンビとする通説は,三仏斉-国税の前

提の上に,三仏斉の属国 リス トにジャンビが

存在 しないことに依拠 している｡ しかしリス

トに存在 しないのはジャンビだけではない｡

(卦近年プロンソンrBronson1979;Bronson

and Wisseman 1976】などが主 として考古

学的知見- 正確には考古学的資料の乏 しさ

- に基づいて,シュリーヴィジャヤを大国

と見 るべきでなく,せいぜい数十年位の間隔

で転々と位置を変える,遺跡をあまり残さな

い短命の権力の連続の総体と見るべきである

とする見解を提起 しているが [深見 1981:

14ト146], この見解は三仏斉総称説 と接点を

持ちうるであろう｡このような観点からマラ

ッカ海峡地域の古代史を再検討するのは決 し

て無駄ではあるまい｡

⑧三仏斉 -ザ-バジュと11世紀の南インド

の資料に見えるシャイレーンドラとの関係,

また13世紀の南インドの資料に見えるジャー
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ヴァカとの関係,この間題には既にいくつか

の議論が出されているが,三仏斉総称説から

再検討することによってあるいは新たな進展

が可能かもしれない｡

④三仏斉 -ザ-バジュ (-ジャーヴァカ)

の語源,つまりどんな種類の名辞なのかも問

題である｡三仏斉のみを,つまり中国との関

係のみを見れば朝貢国の総称であり,これを

どう解釈するかという問題が第 1に想定され

るが,三仏斉 -ザ-バ ジュ (-ジャーヴァ

カ)を問題にするならば,これが,たとえば

民族名に由来するのか,ジャワと関係がある

のか- あるとすればどのような関係か-

が問題になろう｡

⑨また15世紀の歴代宝案を最後に三仏斉は

資料に見えなくなるが,その後のこの地域の

歴史 とどのように繋がるのか- 繋がらない

のか- ,特に15世紀のマラッカ海峡の交易

の中心をなすマラッカ王国と関係があるのか

も重要な問題である｡

@ さらに,三仏斉が総称であるにもかかわ

らず,中国がこれをあたかも1国であるかの

如 く対処 している- 少な くとも,そのよう

に見える- ことの意味を追求することも必

要であろう｡これによってあるいは東南アジ

アの交易とその構造の性格の理解が深まるか

もしれない｡
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資料 Ⅰ 広東重修天慶強記

道家之教,蓋源於宗周之老親,興於有唐之明皇,盛

於我宋之章聖｡然別老子著道徳二経,其言尽沖虚之

理,非源而何｡明皇憲章道宗,詔天下立開玄観,非

興而何｡真宗崇奉至道,祥符中勅州郡建天慶観,非

盛而何｡嶺外都会,広府之西南有斯観蔦,所以見尊

崇之尤盛也,巳皇祐四年,広源俵完,乗不備,沿流

窃至番馬中城之外,延災観字,悉為煩煙｡於是荒残,

誰能修復,苛非富而好道,誠而求福者,又烏肯留意

哉｡五年瀕巨浸,接諸薯,飛航交集之地｡治平中,有

三仏斉地主都首領地華迦噴遣親人至嘱噂押舶到此,

見斯観瓦解,遺塞蕪没,時与蕃中一親人回見地主,

具道其事｡於是欣然有向道崇起之心｡至四年,再発

思離沙文詣広間府,始構大門建｡無寧元年,修殿未

了,沙文復帰｡至二年,再来畢殿,並起府西之宣詔

壁,併回｡至三年,地主又発親人附物,及講座山道

士羅盈之住持本観,紫衣何徳傾為監臨｡当年並乞以

十万金銭買田,在観供奉｡時会羅盈之復回旧山,其

来人懇告藩司,堅乞申明請何徳順継住持,続建保真

堂,北檀殿,斎庁,以至塑絵天帝像位,擁従完集｡

何見沙文復遠本蕃,而有志図全道門,思復霊逃,逮

附疏於地主以誘諭之｡適判官麻図華聴遠懐文徳,莱

貢深睦,遂具章奏,願備金銭修三清殿,御書闇,及

乞看童行,歳度一人,鋳大鐘,起鐘楼,Dl捨四十万

金銭置田,充広之需｡朝廷嘉其意而允其請,且各封

美爵,就加地主以保順慕化大将軍,鏡何徳順以崇道

大師｡迄元豊二年閲月七八,莫不規模宏備,換若洞

府｡清風時過,鈴鐸交音,晴日下臨,金碧相照｡向

所謂四十万金銭之拾,買到南海県三桂村外洲竜湾岸

田一頃九十畝零,歳収租谷七百五十八斜,清遠県連

塘村田植種九十斜二荘,歳収租米七百斜,入充道流

之用｡金銭各十万在浄慧寺置田,均為僧尼斎粥之費｡

其地主自修観以来,発桐舶跨洪涛之険,常得安済,

無裏目之驚危,足験真霊之護祐也｡若乃継挙巨舟,

獲上清之美報,固可量[コ｡余窃観異事,因崇道之請,

乃為之記｡時元豊二年重九日也｡

判官保順郎将麻図華聴迦連縛図迦邸鴫

功徳主保傾慕化大将軍地華迦噂

住持崇道大師賜紫何徳順立石

出典は 『南海県志』(清 ･鄭重等操,清 ･佳塙等

慕,宣統二年 (1910)刊本)巻12,金石略一｡

なお,[載 1979:126-127;Tan 1964:24】にも

この碑文の全文がある (前者は簡体字)が,いずれ

も宣統南海県志と文字の異同が見られる｡ここでは

宣統南海県志に従い,文字を常用漢字に改めた｡今

後写真または拓本の公表が望まれる｡

資料ⅠⅠ 天下郡国制病書三仏斉国集所引広

州旧志

治平中,地華伽噴遣使至嘱聴入貢,遇大風,船幾覆,

至境嘱祈干天,有老翁見雲端,風浪息｡時直債完煩

広州天慶観,老君像在瓦碑中,至嘱聴敏之,即向所

見者也｡及還以告地華迦聴,即遣思利沙文詣広,購

材鳩工,重建落成｡請道士羅盈之為主持,何徳順為

監臨｡施田十万置山田千番馬屯碑,以充常住.鋳大

鍾,覆以棲,費銭四十万,増置田子清遠蓮塘庄｡明

年地華伽噂没,努其爪髪,送道士葬之屯瀬,至今祭

蔦｡
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